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本報告書における用語の記述について 
 
 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含めたものを「リハビリテーション専門職」

と記述する。ただし、個別の職種のことを指す場合には、その職種名を記述する。 
 介護福祉士、ヘルパー、サービス提供責任者を含めたものを「介護職」と記述する。

ただし、個別の職種のことを指す場合には、その職種名を記述する。 
 介護支援専門員については、「ケアマネジャー」と記述する。 
 医師、歯科医師、看護師、准看護師、保健師、助産師等を含めたものを「医療職」と

記述する。 
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【 調査検討組織 設置要綱 】 

リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業の 

調査検討組織 

設置要綱 

 

１．設置目的 

 （株）三菱総合研究所は「リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業」

の調査を実施するにあたり、調査設計、調査票の作成、調査の実施、集計、分析、検証、報告書

の作成等の検討を行うため、以下のとおりリハビリテーション専門職と介護職との連携に関する

調査研究事業の調査検討組織（以下、「調査検討組織」という。）を設置する。 

 

２．実施体制 

（１）本調査検討組織は、国立社会保障・人口問題研究所 川越雅弘氏を委員長とし、その他の

委員は以下のとおりとする。 

（２）委員長が必要があると認めるときは、本調査検討組織において、関係者から意見を聴くこ

とができる。 

 

３．調査検討組織の運営 

（１）調査検討組織の運営は、（株）三菱総合研究所が行う。 

（２）前号に定めるもののほか、本調査検討組織の運営に関する事項その他必要な事項について

は、本調査検討組織が定める。 

 

リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業の 

調査検討組織 委員等 

委 員 長 川越 雅弘（国立社会保障・人口問題研究所 企画部 第一室長） 

委   員 伊藤 隆夫（一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 会長） 

 因 利恵（日本ホームヘルパー協会 会長） 

 大河内 二郎（公益社団法人 全国老人保健施設協会 研修委員長） 

 太田 秀樹（一般社団法人 全国在宅療養支援診療所連絡会 事務局長） 

 谷 隆博（一般社団法人 日本作業療法士協会 理事） 

 中林 弘明（一般社団法人 日本介護支援専門員協会 常任理事） 

 松井 一人（公益社団法人 日本理学療法士協会 理事） 

 山口 勝也（一般社団法人 日本言語聴覚士協会 理事） 

（敬称略、５０音順） 
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【 調査概要 】 

１．調査の目的 

生活機能向上連携加算および訪問介護連携加算を算定している事業所のサービス提供に

係る具体的な取組み内容を把握するとともに、平成 24年度介護報酬改定が職種間・サービ

ス間の連携を促進させ、サービス内容の改善に反映されているかの検証を行い、次期報酬

改定における検討のためのデータの収集を目的とする。 

 

２．調査客体 

○アンケート調査 

・生活機能向上連携加算の算定実績のある訪問介護事業所全数 

・訪問介護連携加算の算定実績のある訪問リハビリテーション事業所全数 

・居宅介護支援事業所（抽出）（1,000 ヵ所） 

○ヒアリング調査 

・訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所（訪問介護

連携加算・生活機能向上連携加算の利用者あり・なし）各 20 ヵ所 の計 80 ヵ所 

 

３．主な調査項目 

・事業所の属性（法人種類、利用者数、併設施設、職員体制 等） 

・加算算定利用者の状態像 

・リハビリテーション専門職と介護職の連携内容・方法、連携による効果・課題、連

携に関する評価等 

 

４．調査内容（調査票種類、調査内容等） 

アンケート調査は事業所票および利用者票とで構成され、事業所票では事業所の特性に

ついて把握する。利用者票では加算算定利用者の状況について個別に把握する。 

ヒアリング調査は、加算算定事業所からは特に効果的に連携が図れた個別事例やその具

体的な情報を収集し、アンケート調査では把握困難であった質的内容を把握する。加算未

算定事業所からは、加算取得の障壁・問題点について情報収集する。 

 

５．調査方法（郵送調査等） 

アンケート調査は、郵送配布および郵送回収。 

ヒアリング調査は、加算算定事業所については加算を取得し、連携をはかっている訪問

リハビリテーション事業所、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所の３事業所をセットで

実施する。加算未算定事業所については調査票に回答のあった事業所のうち協力の得られ

る事業所等にヒアリングを実施する。 
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第９９回社会保障審議会介護給付費分科会（平成 26 年 3 月 27 日開催）資料 

リハビリテーション専門職と介護職との
連携に関する調査研究事業

（結果概要）

【調査結果概要様式】

1  

＜算定事業所・利用者の状況＞
○ 算定事業所のうち、「以前から同行訪問を実施していた」割合は、「訪問リハ」68％、「訪問介護」45％であった。
○ 利用者の要介護度は、「要介護2～5」がほぼ同程度（約2割）であった。
＜連携プロセス＞
○ 連携の提案者はケアマネジャーが最も多かった。また、利用者宅でのサービス担当者会議にリハ職とサービス

提供責任者が出席し、その場で連携の必要性を確認したうえで同行訪問の実施が決定づけられていた。
○ ケアマネジャーに対する、リハ職／サービス提供責任者からの計画書提供率は約8割であった。
○ 同行訪問時は、歩行・移動の動作確認や、サービス提供責任者への介助方法の助言が多く行われていた。
＜連携の効果・評価・課題＞
○ 各関係者は連携を「良かった」と評価。サービス提供責任者からみた利用者への効果は「身体状態が改善

（または悪化防止）した」が多く、 ヘルパーへの効果は「以前より安全に関われるようになった」が多かった。
○ 加算算定の阻害要因は、日程調整の手間、訪問リハ事業所の不足、サービス提供に比べた報酬の低さ、

ケアマネジャーへの報酬の未設定、算定要件の周知の不十分さなどが挙げられた。

○ 生活機能向上連携加算および訪問介護連携加算を算定している事業所のサービス提供に係る具体的な取組み
内容を把握するとともに、平成24 年度介護報酬改定が職種間・サービス間の連携を促進させ、サービス内容の
改善に反映されているかの検証を行い、次期報酬改定における検討のためのデータの収集を目的とする。

○ アンケート調査は、郵送配布および郵送回収。
○ ヒアリング調査は、加算算定事業所については加算を取得し連携を図っている訪問リハ事業所、訪問介護

事業所、居宅介護支援事業所の３事業所をセットで実施した。加算未算定事業所については調査票に回答の
あった事業所のうち協力の得られる事業所等にヒアリングを実施した。

○ 訪問介護事業所の回収数は161事業所（有効回収率48.1％）、訪問リハビリテーション事業所の回収数は
119事業所（有効回収率59.2％）、居宅介護支援事業所の回収数は666事業所（有効回収率66.6%）であった。

（６） リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業

１．調査の目的

２．調査方法

３．調査結果概要

※平成25年10月審査分の算定件数及び算定率（事業所ベース）は、「生活機能向上連携加算」約300件（0.032％）、「訪問介護連携加算」約100件
（0.138％）であった。

2  



v 

（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業

事業所の基本情報
＜訪問介護事業所＞
○ １事業所あたりの職員数は、10.8人（常勤換算数合計）。
○ 要介護度別の平均実利用者数分布（要介護者のみ）は、要介護1,2が60.4％を占めていた。
＜訪問リハ事業所＞
○ １事業所あたりの職員数は、4.9人（常勤換算数合計）。
○ 要介護度別の平均実利用者数分布（要介護者のみ）は、要介護3,4,5が56.6％を占めていた。
＜居宅介護支援事業所＞
○ １事業所あたりの職員数は、2.5人（常勤換算数合計）。

3

要介護度別平均実利用者数分布（訪問介護）職員配置：１事業所あたり平均職員数（常勤換算数）【訪問介護】
（n=161）

【訪問リハ】
（n=119）

職員配置：１事業所あたり平均職員数（常勤換算数）

【居宅介護支援】
（n=666）

職員配置：１事業所あたり平均職員数（常勤換算数）

(単位：人）

うちサービス
提供責任者

10.3 2.8 0.4 0.1 10.8

事務職員 その他 合計

訪問介護員

※）１事業所あたり平均職員数（常勤換算数）：職種別の職員配置数合計を、全事業所数で除した値。

(単位：人）

主任介護
支援専門員

介護
支援専門員

その他 合計

0.6 1.6 0.3 2.5

(単位：人）

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他 合計

2.9 1.5 0.3 0.1 4.9

要介護度別平均実利用者数分布（訪問リハ）

要介護1
30.7%

要介護2
29.7%

要介護3
16.0%

要介護4
12.8%

要介護5
10.8%

要介護1
16.2%

要介護2
27.2%要介護3

21.4%

要介護4
18.3%

要介護5
16.9%

 

ある, 44.7%

ある, 68.1%

ない, 52.8%

ない, 31.1%

無 回 答, 2.5%

無 回 答, 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護

訪問リハ

（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 ①事業所・利用者の状況

加算導入以前から、同行訪問をした事例があるか

○ 訪問介護の連携先の訪問リハ事業所は、他法人の事業所が半数以上。
○ 加算算定事業所のうち、加算導入以前から同行訪問を行っていたのは訪問介護事業所の

44.7％、訪問リハ事業所の68.1％であった。
○ 加算算定利用者は、要介護2～5がほぼ同程度（約2割）であった。
○ 加算算定利用者は、全てのIADL項目において、「できない」人が半数以上であった。

同一法人, 36.5% 他法人, 52.1%

無回答, 11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【訪問介護】 連携先の訪問リハ事業所の法人

要介護1
8.3%

要介護2
22.9%

要介護3
19.8%

要介護4
22.9%

要介護5
18.8%

無回答
7.3%

事業所の状況

利用者の状況

【訪問介護】加算算定者のIADL、ADL：「できない」人の割合【訪問介護】加算算定者の要介護度割合

0.0%

50.0%

100.0%

IADL①
バスや電車、自家用
車での一人での外出

IADL②
日用品の買物

IADL③
食事の用意

IADL④
服薬

IADL⑤
請求書の支払い

IADL⑥
預貯金の出し入れ

IADL⑦
年金などの書類の記

入

ADL①
自宅内での歩行

ADL②
外出時の歩行

ADL③
入浴

ADL④
着替え

ADL⑤
排泄

ADL⑥
食事

4
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（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 ②連携プロセス（導入時）

○ 連携の提案者はケアマネジャーが最も多く約40％。
○ 連携を提案した主な理由は以下の3点であった。

①より質の高いサービスが提供できると考えられたから
②リハ職による動作の確認が必要と考えたから
③ADLの低下や転倒不安感の増強などがみられたから

○ ヒアリング結果によると、加算算定ケースの多くが利用者宅でサービス担当者会議を実施し、
リハ職とサービス提供責任者が同席していた。また、これら関係者同席の場で、連携の必要性が
確認され、同行訪問の実施が決定されていた。

○ サービス担当者会議の後、同一日に動作確認を行った事業所もあった。

サービス担当者会議と同行訪問、動作確認のタイミング （ヒアリングにて把握）

Aグループ（東京） Bグループ（東京） Cグループ（神奈川） Dグループ（大阪） Eグループ（熊本） Fグループ（宮城）

理学療法士
サービス提供

責任者
サービス提供

責任者
ケアマネジャー ケアマネジャー

サービス提供
責任者

利用者宅 利用者宅 利用者宅 利用者宅 利用者宅
退所前（介護老人

保健施設内）

両者同席 両者同席 両者同席 両者同席 両者同席 両者同席

サービス担当者
会議終了後
（同一日）

後日
訪問

後日
訪問

サービス担当者
会議終了後
（同一日）

サービス担当者
会議終了後
（同一日）

後日
訪問

サービス担当者会議への
リハ職とサービス提供責任者

の同席の有無

サービス担当者会議
を実施した場所

リハ職とサービス提供責任者
の動作確認のタイミング

主たる提案者
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（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 ③連携プロセス（連携内容）

○ 連携における情報提供は、訪問介護-訪問リハ間のサービス実施計画書提供は約半数程度
であったのに対し、訪問介護・訪問リハからケアマネジャーへの提供は約8割と、ケアマネジャーへ
の情報提供が多く行われていた。

○ 同行訪問時に、利用者の歩行・移動に関わる基本動作の確認が行われていたのは半数以上、
リハ職からサービス提供責任者へ「介助方法」の助言が行われていたのが77.9％であった。

77.9%

55.8%

41.9%

30.2%

10.5%

7.0%

5.8%

2.3%

5.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介助方法

身体機能の評価結果

機能訓練方法

福祉用具の使用方法

住宅改修の必要箇所

コミュニケーション方法

認知機能の評価結果

家族との調整方法

その他

無回答

合計(n=86)

65.1%
55.8%

54.7%
47.7%

39.5%
39.5%

38.4%
29.1%

20.9%
11.6%

9.3%
5.8%

4.7%
3.5%

2.3%
2.3%
2.3%

9.3%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

立ち上がり

屋内歩行

立位保持

移動

起き上がり

移乗

座位保持

トイレ動作（トイレまでの移動を含む）

入浴

屋外歩行

階段昇降

着替え

食事動作

調理

家事（掃除、洗濯など）

嚥下

整容

その他

無回答

合計(n=86)
【同行訪問時に一緒に確認した生活行為】 【リハ職からサービス提供責任者への助言の内容】

情報提供の状況

同行訪問時の「動作確認」と「助言」

居宅介護支援

訪問介護 訪問リハ

45.3％

82.6％

55.2％

77.1％
約８割が計画書提供
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vii 

46.9% 40.6%
1.0%

2.1%
0.0%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

(n=96)

非常に良かった やや良かった あまり良くなかった 良くなかった 助言はなかった 無回答

56.3%

44.8%

39.6%

37.5%

33.3%

15.6%

11.5%

10.4%

2.1%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

以前より、利用者に安全に関われるようになっ
た

以前より、リハ職が身近な存在になった

支援内容や方法がかわった（より自立を支援す
る方に）

以前より、リハ職に様々な相談をもちかけるよう
になった

以前より、生活行為（入浴、調理など）のどの部
分を支援すべきかが理解できるようになった

以前より、利用者との関係性が良好になった

介助する時間が減った

以前より、生活行為に対するアセスメント力が
向上した

その他

無回答

合計(n=96)

88.2% 9.2%
1.0%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=195)

良かった どちらでもない 良くなかった 無回答

27.5% 45.1%
1.0%

0.0%
24.5% 2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

(n=102)

非常に良い 良い あまり良くない 良くない わからない 無回答

46.9%

41.7%

36.5%

33.3%

22.9%

16.7%

4.2%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の身体状態が改善（または悪

化防止）した

利用者の活動性が向上した

利用者のADLや自立に対する理解度

が高まった

利用者・家族が意欲的になった

利用者・家族のサービス満足度が上

昇した

家族の介護方法が変化した

その他

無回答

合計(n=96)

（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 ④連携の効果・評価

【利用者への効果】 【ヘルパーへの効果】

○ サービス提供責任者から見た利用者への効果は、「利用者の身体状態が改善（または悪化防止）した」
が46.9％、ヘルパーへの効果は「以前より利用者に安全に関われるようになった」が56.3％であった。

○ 助言内容への評価も、「非常に良かった」「良かった」が合わせて87.7％であった。
○ ケアマネジャーや利用者からの評価も「良かった」という回答が70％以上を占めた。

＜訪問リハと訪問介護とが連携したサービス提供を行うことに対する評価＞

サービス提供責任者からの評価

【リハ職による介助の仕方や範囲の助言内容に対する評価】

利用者からの評価ケアマネジャーからの評価
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4.0%

4.5%

7.4%

47.2%

5.7%

4.0%

29.5%

27.3%

0.6%

13.6%

18.2%

5.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

同行訪問に対して、利用者・家族の了

解を得ることが困難

同行訪問に対して、訪問介護事業所側

の了解を得ることが困難

同行訪問に対して、訪問リハ事業所側

の了解を得ることが困難

同行訪問の日程調整が困難

リハ職からヘルパーへの助言を行うこと

に対して、ヘルパー側で抵抗感がある

リハ職からヘルパーへの助言を行うこと

に対して、リハ職側で抵抗感がある

リハ職による助言が必要と思われる訪

問介護利用者が少ない

訪問リハと訪問介護を併用する利用者

が少ない

近隣に訪問介護事業所が少ない

近隣に訪問リハ事業所が少ない

その他

無回答

合計(n=176)
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

利用者・家族に、加算の内容に関する理解が
得られにくかった

利用者・家族に、利用料が増えることの理解が
得られにくかった

利用者・家族に、訪問介護サービスの内容等を
強化することに関する理解が得られにくかった

関係者間の日程調整の手間を要した

訪問介護サービス内容の変更が困難であった

訪問介護と訪問リハの方針が異なっており、調
整が困難であった

同行訪問の負担が大きかった

事務手続きや書類作成の負担が大きかった

その他

無 回 答

訪問介護(n=96)

訪問リハ(n=86)

居宅介護支援(n=195)

（６）リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 ⑤連携・加算上の課題

＜アンケート及びヒアリングから指摘された加算算定阻害要因＞
○ 同行訪問の日程調整に手間がかかる。
○ 訪問リハ事業所が不足している（訪問看護ステーション（リハ職あり）との連携は算定不可）。
○ 訪問介護と訪問リハを併用する利用者が少ない。
○ 通常サービス提供に対する報酬に比べて、加算の報酬が低い。
○ 同行訪問などの調整を行うケアマネジャー側には加算が設定されていない。
○ 利用者宅でのサービス担当者会議終了後、動作確認等を共同で実施した場合でも算定が可能で

あることが、関係者に十分伝わっていない。

「加算あり」・・・加算算定上の苦労

算定対象利用者、
連携先事業所の不足

「加算なし」・・・加算算定上の困難点

同行訪問の調整
の手間

【居宅介護支援事業所】
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Ⅰ 背景と目的 

平成 24 年度の介護報酬改定において、訪問介護に「生活機能向上連携加算」が、訪問リ

ハビリテーションに「訪問介護連携加算」が新設され、訪問介護事業所の介護職と訪問リ

ハビリテーション事業所のリハビリテーション専門職との連携体制促進が図られた。 
しかしながら、制度創設以降 1 年以上経過した現在においても、「生活機能向上連携加算」

「訪問介護連携加算」ともに加算算定を行っている事業所は下記のとおり、非常に少なく、

普及が伸び悩んでいる状況にある。連携促進に向けては、当該加算についても今後さらな

る普及が望まれるところである。 
この状況をふまえ、本調査研究事業では、当該加算を算定する事業所の実態調査を行い、

具体的な取り組みや効果、課題について把握することを目的とした。 
 
具体的な取り組みや効果、課題の把握は、アンケート調査およびヒアリング調査によっ

て、定量的、定性的の両面から情報収集することで、今後の連携促進に向けた参考資料と

するとともに、次期報酬改定における検討に資する基礎資料を作成した。 
 

（参考）加算算定状況（平成 24 年 5 月～平成 25年 12 月 各月の実績） 

 

平成25年10月
審査分(千件）

訪問リハ受給者数 72.3
訪問介護連携加算 算定件数 0.1
（算定割合） 0.138%

平成25年10月
審査分(千件）

訪問介護受給者数 938.3
生活機能向上連携加算　算定件数 0.3
（算定割合） 0.032%  

出所）介護給付費実態調査月報より作成 

※図表では、訪問リハビリテーションを「訪問リハ」と略している 
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「生活機能向上連携加算」および「訪問介護連携加算」は、主に以下の流れでサービス

提供が進められ、算定が行われる。 
本調査研究事業では、この流れのうち特にⅡ連携プロセスの①②導入時、③④⑤連携内

容、⑥効果・評価 の 3つのポイントに着目して実態を把握し、今後の連携促進策を検討す
るための基礎データを収集することとした。 
 

Ⅰ．算定事業所・ 

  利用者の状況 

 

 
 

Ⅲ．連携の効果 

 ・評価・課題 

Ⅱ．連携プロセス 

 

⑥効果 

 

⑥評価 

 

⑥評価 

  

サービス利用 
 

 

訪問介護の

実施 

 
⑤理学療法士

等への報告 

 

 

訪問リハの

実施 

 

⑤情報提供 
・助言 

利利用用者者 

（利用者・家族） 

 

本人の状況等 

居居宅宅介介護護支支援援 
事事業業所所 

（（ケケアアママネネジジャャーー））

訪訪問問介介護護事事業業所所 

（（ササーービビスス提提供供  

  責責任任者者・・  

担担当当ヘヘルルパパーー）） 

 

 

 

 

④訪問介護計

画の策定 

訪訪問問リリハハビビリリテテ

ーーシショョンン事事業業所所 

（（理理学学療療法法士士等等）） 

 

④利用者の 

身体状況等 

の評価・ 

訪問介護計画

上必要な助言 

 

③同行訪問  

達成目標の 

確認 

  

 

 

②同行訪問 

調整 

 

⑥評価 

   

従来の連携体制等 

 

②同行訪問 

調整 

 

②同行訪問 

調整 

 

 

②同行訪問 

調整 

 

①同行訪問の 
必要性提案・検討 
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Ⅱ 調査研究の流れ 

 
図表 1 調査研究のフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査実施 

事業実施計画の立案 

集計・分析 

報告書とりまとめ 

検討委員会 

開催 

第１回 

平成 25 年 8 月 

調査対象：訪問介護事業所 335 ヵ所 

     訪問リハビリテーション事業所 201 ヵ所 

  居宅介護支援事業所 1,000 ヵ所 

 

調査時期：平成 25年 10～11 月 

第２回 

平成 26 年 2 月 

ヒアリング調査対象： 

（加算対象利用者あり） 

訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所 

  居宅介護支援事業所 

 （加算対象利用者なし） 

     居宅介護支援事業所 

調査時期：平成 26年 1～2 月 
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Ⅲ 調査の実施方法 

１．アンケート調査 

（１）調査の概要 
平成 24 年度の介護報酬改定において新設された「生活機能向上連携加算」および「訪

問介護連携加算」について、それぞれの加算取得実績のある訪問介護事業所、訪問リ

ハビリテーション事業所に対し、加算に関する内容についてアンケート調査を行った。 
また、居宅介護支援事業所に対しても、加算に関わったことのある事業所と、関わ

ったことのない事業所それぞれに、連携に関する加算の実態および阻害要因等を調査

した。 
 
（２）調査対象事業所 

調査対象とする事業所は、厚生労働省より提供を受けた全国の事業所名簿から、次

の方法で選定および抽出を行った。 
なお、平成 25 年 10 月現在において災害等の被害を受けている地域に所在する事業

所は除外した。 
１）訪問介護事業所： 

平成 24年 11月～平成 25年 1月に生活機能向上連携加算の算定実績のある訪問介

護事業所 全数 335 事業所 
２）訪問リハビリテーション事業所： 

平成 24年 11月～平成 25年 1月に訪問介護連携加算の算定実績のある訪問リハビ

リテーション事業所 全数 201 事業所 
３）居宅介護支援事業所： 

全国の居宅介護支援事業所より 1,000 事業所を単純無作為抽出 
 
（３）調査対象利用者 

本調査は、次の条件を満たす利用者を対象とした。 
１）訪問介護： 

調査対象事業所において平成 25 年 7 月～9 月に生活機能向上連携加算を算定した

全ての要介護者 
２）訪問リハビリテーション： 

調査対象事業所において平成 25 年 7 月～9 月に訪問介護連携加算を算定した全て

の要介護者 
 
（４）調査日 

平成 25 年 10 月 1 日 
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（５）調査の方法 
本調査は、郵送配布・郵送回収により実施した。 

 
（６）調査票の構成 

調査内容は以下の各項目から構成し、資料編に添付した各調査票を用いて調査を行

った。 
１）訪問介護 

①事業所票 
②利用者票 
③本人票 

２）訪問リハビリテーション 
①事業所票 
②利用者票 

３）居宅介護支援 
①事業所票 
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２．ヒアリング調査 

（１）目的 
生活機能向上連携加算を算定している訪問介護事業所、訪問介護連携加算を算定し

ている訪問リハビリテーション事業所とその利用者の担当ケアマネジャー（以下、加

算ありの事業所群）と、同加算を算定する利用者がいない居宅介護支援事業所（以下、

加算なしの居宅介護支援事業所）にそれぞれヒアリングを行い、連携の詳細な実態を

明らかにするとともに、今後のケアの質向上やリハビリテーション専門職と介護職と

の連携促進に向けた課題および方策を明らかにすることを目的とした。 
 
（２）ヒアリング対象 

ヒアリング対象先は以下の方法によって選定した。なお、事業所を抽出する際には、

法人種別、対象となる利用者属性などのパターンが異なるように配慮した。 

 Ａ：加算ありの事業所群については、厚生労働省より提供されたデータを元に、利

用者を基軸として加算算定事業所群のデータベースを作成し、アンケート結果の内

容を参考に以下の①②に該当する事業所群を選定した。また、選定された事業所群

について、居宅介護支援事業所へヒアリング調査への協力依頼を行い、了解が得ら

れた事業所群を対象とした。 

① アンケート調査によって回収された利用者票のうち、サービスの目的・連携の

内容・効果などが明確に記載されている事例があった事業所群 

② アンケート調査の回答によってリハビリテーション専門職と介護職との連携

体制に特徴のみられた事業所群（連携体制の提案者や連携先の事業所が他法人

のケースなど） 

 

 Ｂ：加算なしの居宅介護支援事業所については、アンケート結果の内容や自由回

答の記述等を参考にしながら、以下の①～④に該当する候補先を選定した。選

定された居宅介護支援事業所へヒアリング調査への協力依頼を行い、了解が得

られた事業所を対象とした。 

① 同一法人で訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所を有する居宅介護

支援事業所 

② 同一法人で訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所のいずれか又は両

方を有していない居宅介護支援事業所 

③ サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が同行訪問を行って、訪問介

護計画の作成を検討したことがある居宅介護支援事業所 

④ サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が同行訪問を行って、訪問介

護計画の作成を検討したことがない居宅介護支援事業所 
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（３）ヒアリング方法 
Ａ：加算ありの事業所群 

協力に同意が得られた事業所群において、連携加算を算定している利用者の事例を

中心に、訪問リハビリテーション事業所のリハビリテーション専門職、訪問介護事業

所のサービス提供責任者、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーに集まって頂き、

3 者合同でのグループヒアリング形式とした。 
ただし、訪問介護事業所や訪問リハビリテーション事業所の廃止、サービス提供責

任者の退職等の特別の事情がある場合には、2 者でグループヒアリングを実施した。 
 

Ｂ：加算なしの居宅介護支援事業所 

加算を算定していない居宅介護支援事業所に対しては、承諾を得た居宅介護支援事

業所を対象として訪問又は電話によってヒアリングを実施した。 
また、一般社団法人 日本介護支援専門員協会の協力のもと、本調査検討委員会委員

長によるケアマネジャーへのグループヒアリングも実施した。 
 
（４）ヒアリング内容 
Ａ：加算ありの事業所群 

○加算の導入部分となる「同行訪問」について 

同行訪問については、「どのような場で」、「誰が提案し」、「提案者はなぜ提案したの

か」、「同行訪問はどのようにして行ったのか」という側面から情報収集した。 
○加算を取得した利用者の事例について 

加算を取得した利用者については、「利用者の特徴」、「連携のきっかけ」、「連携した

サービス提供に係る一連のプロセス（同行訪問での動作確認・助言内容、計画の変更、

その後のサービス内容等）」について実態を把握した。 
また、加算算定の効果、課題について、各担当者（サービス提供責任者、リハビリ

テーション専門職、ケアマネジャー）それぞれの立場から情報収集した。 
 
Ｂ：加算なしの居宅介護支援事業所 

○リハビリテーション専門職と介護職との連携の必要性について 

リハビリテーション専門職と介護職との連携の必要性については、ケアマネジャー

の視点から、リハビリテーション専門職と介護職との連携が必要な利用者像、（加算算

定に関わらず）サービス提供責任者とリハビリテーション専門職の同行訪問の検討し

たことがあるケース等について情報収集した。 
○加算算定を行わない（行えない）要因・理由について 

加算算定を行わない（行えない）要因・理由については、リハビリテーション専門

職と介護職との連携を行って加算を算定するためは、どのような点に障壁があり、困

難点を感じているのかを情報収集した。 
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リハビリテーション専門職と介護職との連携に関する調査研究事業 

調査結果 
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Ⅳ 調査結果 

１．調査回収状況 

アンケート調査の回収数・回収率および有効回収数・有効回収率は以下のとおりであっ

た。 
 
 発送数 回収数 回収率 有効 

回収数 
有効 

回収率 
訪問介護    事業所票 335 168 50.1％ 161 48.1％ 

        利用者票 1,675 96 － 96 － 

        本人票 1,675 102 － 102 － 

訪問リハビリ  事業所票 

テーション    
201 123 

61.2％ 
119 

59.2％ 

   利用者票 1,005 86 － 86 － 

居宅介護支援  事業所票 1,000 672 67.2％ 666 66.6％ 
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２．調査結果のまとめ 

本報告書においては、要介護者を集計の対象とする。本文中で、「加算」と記述している

場合には、「生活機能向上連携加算」および「訪問介護連携加算」を指す。 
以下、加算算定事業所（訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所）、居宅介護支

援事業所、およびそのサービス利用者の状況について記述する。 
 

（１） 訪問介護事業所の概要 

① 法人種類 

訪問介護事業所の法人種類をみると、「営利法人」が 46.0％、次いで「社会福祉法

人」が 21.1％、「医療法人」が 14.9％であった。 
 

図表 2 法人種類【訪問介護事業所票】 

0.0% 21.1% 6.2% 14.9% 1.2% 46.0%

1.2%

8.1%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=161)

公立（都道府県・市区町村） 社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）

社会福祉協議会 医療法人

社団・財団法人 営利法人（株式会社、有限会社）

特定非営利活動法人 その他

 

 
② 職員数 

訪問介護事業所の 1 事業所あたり職員数をみると 10.8 人であった。 
職種別にみると、「介護職」が 10.3 人であり、そのうち「サービス提供責任者」

は 2.8 人であった。 
 

図表 3 1 事業所あたり職員数【訪問介護事業所票】 

（n=161）（単位：人）

うちサービス
提供責任者

10.3 2.8 0.4 0.1 10.8

事務職員 その他 合計
訪問介護員

 
※1事業所あたりの職員数は常勤換算数 
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③ 訪問介護利用者の要介護度分布 

訪問介護利用者の要介護度分布をみると、「要介護 1」が 30.7％、次いで「要介護

2」が 29.7％であった。 
 

図表 4 訪問介護利用者の要介護度分布【訪問介護事業所票】 

30.7% 29.7% 16.0% 12.8% 10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（n=161）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 

 
 
④ 生活機能向上連携加算を算定している利用者 

訪問介護事業所の 1 事業所あたり利用者数をみると 60.4 人であった。そのうち「生

活機能向上連携加算」を算定している利用者は 1.5 人であった。 
 

図表 5 1 事業所あたり利用者数と生活機能向上連携加算の算定利用者数 

【訪問介護事業所票】 

60.4 人

1.5 人
0

10

20

30

40

50

60

70

利用者数計 生活機能向上

連携加算

算定利用者数

訪問介護事業所
（人） （n=161）
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（２） 訪問リハビリテーション事業所の概要 

① 法人種類 

訪問リハビリテーション事業所の法人種類をみると、「医療法人」が 77.3 %であっ

た。 
 

図表 6 法人種類【訪問リハビリテーション事業所票】 

0.8%5.0%0.0% 77.3% 5.9%0.0%

0.0%

10.9% 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=119)

公立（都道府県・市区町村） 社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）

社会福祉協議会 医療法人

社団・財団法人 営利法人（株式会社、有限会社）

特定非営利活動法人 その他

無回答
 

 
 

② 職員数 

訪問リハビリテーション事業所の 1 事業所あたり職員数をみると 4.9 人であった。

職種別にみると、「理学療法士」が 2.9 人、「作業療法士」が 1.5 人であった。 
 
図表 7  1 事業所あたり職員数【訪問リハビリテーション事業所票】 

（n=119）（単位：人）

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 その他 合計

2.9 1.5 0.3 0.1 4.9  
※ 1 事業所あたりの職員数は常勤換算数
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③訪問リハビリテーション利用者の要介護度分布 

訪問リハビリテーション利用者の要介護度分布をみると、「要介護 2」が 27.2％、

次いで「要介護 3」が 21.4％であった。 
 

図表 8 訪問リハビリテーション利用者の要介護度分布 

【訪問リハビリテーション事業所票】 

16.2% 27.2% 21.4% 18.3% 16.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

（n=119）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 

 
 

④ 訪問介護連携加算を算定している利用者 

訪問リハビリテーション事業所の 1 事業所あたり利用者数をみると、67.6 人であ

った。そのうち「訪問介護連携加算」を算定している利用者は 1.4 人であった。 
 

図表 9 1 事業所あたり利用者数と訪問介護連携加算の算定利用者数 

【訪問リハビリテーション事業所票】 

67.6 人

1.4 人
0

10

20

30

40

50

60

70

80

利用者数計 訪問介護連携加算

算定利用者数

訪問リハ事業所（人） （n=119）

 
※図表では訪問リハビリテーション事業所を「訪問リハ事業所」と略している 
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（３） 生活機能向上連携加算を算定する利用者の状況 

① 利用者の要介護度分布 

生活機能向上連携加算を算定する利用者の要介護度分布をみると、「要介護 2」と

「要介護 4」がそれぞれ 22.9％、次いで「要介護 3」が 19.8％であった。 
 
図表 10 生活機能向上連携加算を算定する利用者の要介護度分布【訪問介護利用者票】 

8.3% 22.9% 19.8% 22.9% 18.8% 7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=96)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 無回答
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② 障害高齢者の日常生活自立度・認知症高齢者の日常生活自立度の組み合わせ別 

人数分布 

生活機能向上連携加算を算定する利用者について、障害高齢者の日常生活自立度

と認知症高齢者の日常生活自立度の組み合わせをみると、障害高齢者の日常生活自

立度が自立・J・A ランクであり、かつ認知症高齢者の日常生活自立度が自立・I ラ
ンクである利用者が 27 人（下記図表：Ⅰ群）、次いで障害高齢者の日常生活自立度

が B・C ランクであり、かつ認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ～M ランクである

利用者が 21 人（下記図表：Ⅱ群）であった。 
 

図表 11 加算算定利用者の障害高齢者の日常生活自立度・認知症高齢者の 

日常生活自立度の組み合わせ別人数分布 

【訪問介護利用者票】 

　

件

　

　

　

数

自

立

・

Ⅰ

Ⅱ
～

M

不

明

・

無

回

答

96 38 32 26
100.0% 39.6% 33.3% 27.1%

37 27 9 1
100.0% 73.0% 24.3% 2.7%

32 11 21
100.0% 34.4% 65.6% -

27 2 25
100.0% - 7.4% 92.6%

認知症高齢者の日常生活自立度

障害

高齢者

の日常

生活自

立度

合　　　　　計

自立・J・A

B・C

不明・無回答  
 

11人 21人

27人 9人

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ｍ

障

害

高

齢

者

の

日

常

生

活

自

立

度

認知症高齢者の日常生活自立度

自立・J・A

B・C

自立・Ⅰ

（n=96）

 
 

Ⅲ群 

Ⅳ群 Ⅰ群 

Ⅱ群 
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③ 現有疾患 

生活機能向上連携加算を算定する利用者の現有疾患の状況をみると、「高血圧」が

44.8％、次いで「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」が 37.5％、「筋骨格の病気（骨粗し

ょう症、関節症等）」が 24.0％であった。 
 

図表 12 現有疾患（複数回答）【訪問介護利用者票】 

44.8%
37.5%

17.7%
20.8%

6.3%
6.3%

2.1%
9.4%

24.0%
12.5%

7.3%
1.0%

5.2%
13.5%

11.5%
14.6%

5.2%
22.9%

1.0%
2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

ない

無回答

合計(n=96)
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④ 医療職による対応が必要な行為 

生活機能向上連携加算を算定する利用者をみると、「医療職による対応が必要であ

る」が全体の約 50.0％であった。医療職による対応が必要な行為をみると、「服薬管

理」が 66.7％であった。 
 

図表 13 医療職による対応が必要な行為（複数回答）【訪問介護利用者票】 

10.4%
4.2%

6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

2.1%
0.0%

4.2%
6.3%

8.3%
12.5%
12.5%

66.7%
4.2%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

注射・点滴の管理

中心静脈栄養の管理

透析（在宅自己腹膜灌流を含む）の管理

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）の処置

酸素療法

レスピレーター（人工呼吸器）の管理

気管切開のケア

疼痛の看護

経管栄養（胃ろう・腸ろうを含む）

喀痰吸引

モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

じょくそうの処置

カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

服薬管理

その他

無回答

合計(n=48)
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⑤ ADL、IADL の状況 

生活機能向上連携加算を算定する利用者の日常生活動作（Activities of Daily 
Living 以下、ADL）および手段的日常生活動作（Instrumental Activities of Daily 
Living 以下、IADL）をみると、全ての IADL 項目において、利用者の 50.0％以上

が「できない」となっていた。1 
「バスや電車、自家用車での一人での外出」については、利用者の 100％が「で

きない」となっていた。 
 

図表 14  ADL および IADL について【訪問介護利用者票】 
(n=94)

0.0%

50.0%

100.0%

IADL①バスや電車、

自家用車での一人で

の外出

IADL②日用品の買物

IADL③食事の用意

IADL④服薬

IADL⑤請求書の支払

い

IADL⑥預貯金の出し

入れ

IADL⑦年金などの書
類の記入

ADL①自宅内での歩

行

ADL②外出時の歩行

ADL③入浴

ADL④着替え

ADL⑤排泄

ADL⑥食事

 
また、生活機能向上連携加算を算定する利用者の要介護度を 2 区分（要介護 1,2

／要介護 3,4,5）に分け、ADL および IADL が「できない」の占める割合をみると、

ADL 項目において、要介護 3～5 の利用者では「できない」の割合が高かった。 
 

図表 15 要介護度区分別 ADL および IADL について【訪問介護利用者票】 

(n=29)

0.0%

50.0%

100.0%

IADL①バスや電車、自

家用車での一人での外
出

IADL②日用品の買物

IADL③食事の用意

IADL④服薬

IADL⑤請求書の支払

い

IADL⑥預貯金の出し

入れ

IADL⑦年金などの書

類の記入

ADL①自宅内での歩

行

ADL②外出時の歩行

ADL③入浴

ADL④着替え

ADL⑤排泄

ADL⑥食事

要介護1,2 要介護3,4,5

 

                                                   
1 レーダーチャートは、100％であれば全員が「できない」状態にあることを示す。 
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（４） 連携の状況 

① 訪問介護事業所の連携先の開設主体について 

連携先の訪問リハビリテーション事業所が「他法人の事業所」である場合は、

52.1％であった。また、連携先の居宅介護支援事業所が「同一法人の事業所」であ

る場合は 53.1％であった。 
 

図表 16 訪問介護の連携先となった事業所の開設主体 

【訪問介護利用者票】 

36.5%

53.1%

52.1%

34.4%

11.5%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問リハ事業所

居宅介護支援事業所

同一法人の事業所 他法人の事業所 無回答

(n =96)

 
※図表では訪問リハビリテーション事業所を「訪問リハ事業所」と略している 

 
 

② 生活機能向上連携加算の導入以前からの同行訪問実施の有無 

生活機能向上連携加算の導入以前（平成 24 年 4 月 1 日）から、訪問リハビリテー

ション事業所と同行訪問をしていた訪問介護事業所は 44.7％であった。 
 
図表 17 生活機能向上連携加算導入以前からの同行訪問実施の有無【訪問介護事業所票】 

　
件
　
　
　
数

あ
る

な
い

　
無
　
回
　
答

161 72 85 4
100.0% 44.7% 52.8% 2.5%

合　　　　　計

 

44.7% 52.8% 2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=161)

ある ない 無回答
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（５） 連携導入時の状況 

① 連携の提案者 

訪問介護事業所において、連携の提案者をみると、「ケアマネジャー」が 40.6％で

あった。訪問リハビリテーション事業所においても同様の傾向であった。 
 

図表 18 連携の提案者【訪問介護利用者票】 
　

件

　

　

　

数

ケ

ア

マ

ネ

ジ

ャ
ー

担

当

者

訪

問

介

護

事

業

所

担

当

者

訪

問

リ

ハ

事

業

所

主

治

医

経

営

主

体

の

法

人

族利

用

者

ま

た

は

家

そ

の

他

　

無

　

回

　

答

96 39 33 7 1 2 14
100.0% 40.6% 34.4% 7.3% 1.0% - 2.1% - 14.6%

合　　　　　計

 
※図表では訪問リハビリテーション事業所を「訪問リハ事業所」と略している 

 
 

② 連携を提案した理由 

訪問介護事業所において、連携を提案した理由をみると、「訪問介護事業所・訪問

リハビリテーション事業所の連携により、より質の高いサービスが提供できると考

えられたため」が 59.4％、次いで「リハビリテーション専門職による動作の確認が

必要と考えたから」が 55.2％、「ADL の低下や転倒不安感の増強などがみられたか

ら」が 49.0％であった。訪問リハビリテーション事業所においても同様の傾向であ

った。 
 

図表 19 連携を提案した理由（複数回答）【訪問介護利用者票】 

49.0%

18.8%

59.4%

30.2%

10.4%

55.2%

14.6%

1.0%

1.0%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＡＤＬの低下や転倒不安感の増強などがみられたから

利用者・家族の希望があったため

訪問介護・訪問リハの連携により、より質の高いサービスが提供できる

と考えられたため

リハ職による本人への助言が必要と考えたから

リハ職による家族への介護方法の助言が必要と考えたから

リハ職による動作の確認が必要と考えたから

介護方法について、ヘルパーから助言を望む声があったから

経営上の理由によるもの

その他

無回答

合計(n=96)

 
※図表ではリハビリテーション専門職を「リハ職」と略している 
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③ 各関係者の反応 

訪問介護事業所において、連携導入時における各関係者の反応をみると、ケアマ

ネジャー、サービス提供責任者、リハビリテーション専門職では「非常に積極的だ

った」が 50.0％を超えていた。訪問介護利用者においては、「やや積極的だった」が

30.2％であった。訪問リハビリテーション事業所においても同様の傾向であった。 
 

図表 20 各関係者の反応【訪問介護利用者票】 

51.0%

50.0%

56.3%

28.1%

32.3%

32.3%

37.5%

25.0%

30.2%

38.5%

5.2%

3.1%

5.2%

22.9%

10.4%

1.0%

0.0%

1.0%

8.3%

5.2%

10.4%

9.4%

12.5%

10.4%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ケアマネジャー

(n=96)

サービス提供責任者
(n=96)

リハ職
(n=96)

利用者本人
(n=96)

家族

(n=96)

非常に積極的だった やや積極的だった あまり積極的ではなかった

消極的だった 無回答

 
※図表ではリハビリテーション専門職を「リハ職」と略している 
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（６） 連携における情報共有 

① 書類の提供状況 

リハビリテーション専門職とサービス提供責任者の間での書類の提供状況をみる

と、「訪問介護計画書」および「リハビリテーション実施計画書」を提供している事

業所がそれぞれ約 50.0％であった。 
また、ケアマネジャーに対するサービス提供責任者とリハビリテーション専門職

からの書類の提供状況をみると、「訪問介護計画書」および「リハビリテーション実

施計画書」の提供が約 80.0％であった。 
 

図表 21 サービス提供責任者からの訪問介護計画書の提供状況 

【訪問介護利用者票】 

77.1%

55.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リハ職に提供

ケアマネジャーに提供

（n=96）

 

※図表ではリハビリテーション専門職を「リハ職」と略している 

 

図表 22 リハビリテーション専門職からのリハビリテーション実施計画書の提供状況 

【訪問リハビリテーション利用者票】 

82.6%

45.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス提供責任者に提供

ケアマネジャーに提供

（n=86）
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② 主な情報共有の方法 

訪問介護事業所における訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所と

の主な情報共有の方法についてみると、「訪問」が 45.8％であった。訪問リハビリテ

ーション事業所においても同様の傾向であった。 
 

図表 23 主な情報共有の方法【訪問介護利用者票】 

　

件

　

　

　

数

電

話

メ
ー

ル

訪

問

そ

の

他

　

無

　

回

　

答

96 22 44 7 23
100.0% 22.9% - 45.8% 7.3% 24.0%

合　　　　　計

 

22.9% 0.0% 45.8% 7.3% 24.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=96)

電話 メール 訪問 その他 無回答
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（７） 同行訪問の状況 

① 同行したリハビリテーション専門職の職種 

サービス提供責任者と同行したリハビリテーション専門職の職種をみると、「理学

療法士」が 66.3％、次いで「作業療法士」が 30.2％であった。 
 
図表 24 同行したリハビリテーション専門職の職種【訪問リハビリテーション利用者票】 

　

件

　

　

　

数

理

学

療

法

士

作

業

療

法

士

言

語

聴

覚

士

　

無

　

回

　

答

86 57 26 1 2
100.0% 66.3% 30.2% 1.2% 2.3%

合　　　　　計

 

66.3% 30.2%
1.2%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=86)

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 無回答
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② 同行訪問時に動作確認した生活行為 

サービス提供責任者がリハビリテーション専門職との同行訪問時に動作確認した

生活行為についてみると、「立ち上がり」が 65.1％、次いで「屋内歩行」が 55.8％、

「立位保持」が 54.7％であった。 
 

図表 25 同行訪問時に動作確認した生活行為（複数回答） 

【訪問リハビリテーション利用者票】 

　

件

　

　

　

数

立

位

保

持

座

位

保

持

立

ち

上

が

り

起

き

上

が

り

濯

な

ど

）

家

事

（
掃

除

、
洗

調

理

食

事

動

作

嚥

下

移

動

86 47 33 56 34 2 3 4 2 41

100.0% 54.7% 38.4% 65.1% 39.5% 2.3% 3.5% 4.7% 2.3% 47.7%

移

乗

階

段

昇

降

屋

内

歩

行

屋

外

歩

行

入

浴

整

容

着

替

え

）

イ

レ

ま

で

の

移

動ト

イ

レ

動

作

そ

の

他

　

無

　

回

　

答

34 8 48 10 18 2 5 25 8

39.5% 9.3% 55.8% 11.6% 20.9% 2.3% 5.8% 29.1% 9.3% -

合　　　　　計

合　　　　　計

 

 
図表 26 リハビリテーション専門職と動作確認した生活行為（複数回答） 

【訪問リハビリテーション利用者票】 

65.1%
55.8%

54.7%
47.7%

39.5%
39.5%

38.4%
29.1%

20.9%
11.6%

9.3%
5.8%

4.7%
3.5%

2.3%
2.3%
2.3%

9.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

立ち上がり

屋内歩行

立位保持

移動

起き上がり

移乗

座位保持

トイレ動作（トイレまでの移動を含む）

入浴

屋外歩行

階段昇降

着替え

食事動作

調理

家事（掃除、洗濯など）

嚥下

整容

その他

無回答

合計(n=86)

 
※「移動」には「屋内歩行」「屋外歩行」などとの重複も含まれている 
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③ 同行訪問時に動作確認した生活行為（障害高齢者の日常生活自立度別） 

サービス提供責任者がリハビリテーション専門職との同行訪問時に動作確認した

生活行為について、障害高齢者の日常生活自立度を 2 区分に分けてみると、障害高

齢者の日常生活自立度が高い（自立・Ｊ・Ａ）利用者については、「屋内歩行」が 71.7％、

次いで「立ち上がり」が 67.4％、「移動」が 56.5％であった。 
障害高齢者の日常生活自立度が低い（Ｂ・Ｃ）利用者をみると、「立位保持」、「立

ち上がり」および「移乗」が 58.3％、次いで「座位保持」が 52.8％であった。 
 
図表 27 障害高齢者の日常生活自立度別，リハビリテーション専門職と動作確認した 

生活行為（複数回答）【訪問リハビリテーション利用者票】 

50.0%

28.3%

67.4%

30.4%

4.3%

6.5%

2.2%

0.0%

56.5%

26.1%

10.9%

71.7%

17.4%

28.3%

2.2%

4.3%

19.6%

8.7%

58.3%

52.8%

58.3%

50.0%

0.0%

0.0%

8.3%

2.8%

38.9%

58.3%

8.3%

38.9%

5.6%

8.3%

2.8%

8.3%

38.9%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

立位保持

座位保持

立ち上がり

起き上がり

家事（掃除、洗濯など）

調理

食事動作

嚥下

移動

移乗

階段昇降

屋内歩行

屋外歩行

入浴

整容

着替え

トイレ動作（トイレまでの

移動を含む）

その他

障害高齢者の日常生活自立度（自立・J・A）(n=46)
障害高齢者の日常生活自立度（B・C）(n=36)

 
※訪問リハビリテーション利用者票（障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度のい

ずれかが無回答のものは除く）より作成。枠囲みは割合が 20％以上異なる項目 
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④ 助言の内容 

サービス提供責任者がリハビリテーション専門職から得た助言の内容をみると、

「介助方法」が 77.9％、次いで「身体機能の評価結果」が 55.8％、「機能訓練方法」

が 41.9％、であった。 
 

図表 28 リハビリテーション専門職から得た助言の内容（複数回答） 

【訪問リハビリテーション利用者票】 

　

件

　

　

　

数

介

助

方

法

機

能

訓

練

方

法

方

法

福

祉

用

具

の

使

用

箇

所

住

宅

改

修

の

必

要

結

果

身

体

機

能

の

評

価

結

果

認

知

機

能

の

評

価

法家

族

と

の

調

整

方

ョ
ン

方

法

コ

ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

そ

の

他

　

無

　

回

　

答

86 67 36 26 9 48 5 2 6 5
100.0% 77.9% 41.9% 30.2% 10.5% 55.8% 5.8% 2.3% 7.0% 5.8% -

合　　　　　計

 
 

77.9%

55.8%

41.9%

30.2%

10.5%

7.0%

5.8%

2.3%

5.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介助方法

身体機能の評価結果

機能訓練方法

福祉用具の使用方法

住宅改修の必要箇所

コミュニケーション方法

認知機能の評価結果

家族との調整方法

その他

無回答

合計(n=86)
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⑤ 具体的な助言の領域 

ADLに関する具体的な助言内容についてみると、「屋内での移動の仕方」が54.7％、

次いで「起き上がりや立ち上がりの仕方」が 48.8％、「立位や座位保持の仕方」が

45.3％であった。 
 

図表 29 ADL 等に関する具体的な助言の領域（複数回答） 

【訪問リハビリテーション利用者票】 

　

件

　

　

　

数

の

仕

方

立

位

や

座

位

保

持

ち

上

が

り

の

仕

方

起

き

上

が

り

や

立

方家

事

・

調

理

の

仕

入

浴

の

仕

方

ト

イ

レ

動

作

方

法

仕

方

整

容

や

着

替

え

の

仕

方

屋

内

で

の

移

動

の

仕

方

屋

外

で

の

移

動

の

方家

族

の

介

助

の

仕

そ

の

他

　

無

　

回

　

答

86 39 42 2 21 20 5 47 11 9 8
100.0% 45.3% 48.8% 2.3% 24.4% 23.3% 5.8% 54.7% 12.8% 10.5% 9.3% -

合　　　　　計

 

54.7%

48.8%

45.3%

24.4%

23.3%

12.8%

10.5%

5.8%

2.3%

9.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

屋内での移動の仕方

起き上がりや立ち上がりの仕方

立位や座位保持の仕方

入浴の仕方

トイレ動作方法

屋外での移動の仕方

家族の介助の仕方

整容や着替えの仕方

家事・調理の仕方

その他

無回答

合計(n=86)
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（８） 同行訪問によるサービス内容の変化 

① 同行訪問の前後での介助内容の変化 

サービス提供責任者とリハビリテーション専門職の同行訪問の前後で介助内容を

比較すると、「清拭・入浴介助」において 12.6％の利用者に変化があった。 
 

図表 30 同行訪問前後での介助内容の変化【訪問介護利用者票】 

31.3%

4.2%

49.0%

34.4%

10.4%

35.4%

52.1%

22.9%

19.8%

26.0%

36.5%

62.5%

94.8%

38.5%

56.3%

86.5%

56.3%

38.5%

71.9%

75.0%

69.8%

55.2%

3.1%

0.0%

6.3%

3.1%

1.0%

2.1%

4.2%

2.1%

2.1%

3.1%

4.2%

3.1%

1.0%

6.3%

6.3%

2.1%

6.3%

5.2%

3.1%

3.1%

1.0%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

排泄介助

食事介助

清拭・入浴介助

身体整容・更衣介助

体位変換介助

移乗介助

移動介助

通院・外出介助

起床・就寝介助

服薬介助

生活援助

（同行訪問前）実施あり→（同行訪問後）実施あり

（同行訪問前）実施なし→（同行訪問後）実施なし

（同行訪問前）実施あり→（同行訪問後）実施なし

（同行訪問前）実施なし→（同行訪問後）実施あり

(n=96)
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② 介助の仕方や範囲の変化 

リハビリテーション専門職の助言による介護職における介助の仕方や範囲をみる

と、35.4％の利用者に変化があった。 
 

図表 31 リハビリテーション専門職の助言後の訪問介護における 

目標や介護内容などの変化【訪問介護利用者票】 

35.4% 52.1% 12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=96)

あり なし 無回答
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（９） 連携の効果 

① サービス提供責任者が考える連携の効果 

サービス提供責任者が考える訪問リハビリテーション事業所との連携の効果をみ

ると、「利用者の身体状態が改善（または悪化防止）した」が 46.9％、次いで「利用

者の活動性が向上した」が 41.7％、「利用者の ADL や自立に対する理解度が高まっ

た」が 36.5％であった。 
 

図表 32 サービス提供責任者が考える連携の効果（複数回答） 

【訪問介護利用者票】 

36.5%

41.7%

46.9%

33.3%

22.9%

16.7%

4.2%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者のADLや自立に対する理解度が高まった

利用者の活動性が向上した

利用者の身体状態が改善（または悪化防止）した

利用者・家族が意欲的になった

利用者・家族のサービス満足度が上昇した

家族の介護方法が変化した

その他

無回答

合計(n=96)
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② ケアマネジャーが考える連携の効果 

ケアマネジャーが考える訪問介護事業所および訪問リハビリテーション事業所と

の連携の効果をみると、「利用者の身体状態が改善（または悪化防止）した」が 52.8％、

次いで「利用者・家族のサービス満足度が上昇した」が 42.6％、「利用者・家族の意

識啓発につながった」が 41.5％であった。 
 

図表 33 ケアマネジャーが考える連携の効果（複数回答） 

【居宅介護支援事業所票】 

41.5%

52.8%

32.8%

42.6%

15.9%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者・家族の意識啓発につながった

利用者の身体状態が改善（または悪化防止）した

利用者・家族が意欲的になった

利用者・家族のサービス満足度が上昇した

その他

無回答

合計(n=195)
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③ サービス提供責任者が考えるヘルパーへの連携の効果 

サービス提供責任者が考えるリハビリテーション専門職と連携するヘルパーへの

効果をみると、「以前より、利用者に安全に関われるようになった」が 56.3％、次い

で「以前より、リハビリテーション専門職が身近な存在になった」が 44.8％、「支援

内容や方法がかわった」が 39.6％であった。 
 

図表 34 サービス提供責任者からみたヘルパーへの連携の効果（複数回答） 

【訪問介護利用者票】 

33.3%

10.4%

39.6%

11.5%

56.3%

15.6%

37.5%

44.8%

2.1%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

以前より、生活行為（入浴、調理など）のどの部分を支援すべきかが理解で

きるようになった

以前より、生活行為に対するアセスメント力が向上した

支援内容や方法がかわった（より自立を支援する方に）

介助する時間が減った

以前より、利用者に安全に関われるようになった

以前より、利用者との関係性が良好になった

以前より、リハ職に様々な相談をもちかけるようになった

以前より、リハ職が身近な存在になった

その他

無回答

合計(n=96)

 

※図表ではリハビリテーション専門職を「リハ職」と略している 
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④ 利用者・家族からみた連携への評価 

利用者、家族が考えるリハビリテーション専門職とヘルパーが連携することによ

る評価をみると、「良い」が 53.9％、「非常に良い」が 25.5％であった。 
 

図表 35 利用者、家族からみた連携への評価【訪問介護利用者票】 

25.5% 53.9%
0.0%

0.0%
19.6% 1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=102)

非常に良い 良い あまり良くない 良くない わからない 無回答

 
 
 

⑤ サービス提供責任者からみた助言内容への評価 

サービス提供責任者からみたリハビリテーション専門職による助言内容への評価

をみると、介助の仕方や範囲について、「非常に良かった」が 46.9％、「やや良かっ

た」が 40.6％であった。 
 

図表 36 サービス提供責任者からみた助言内容への評価 

（介助の仕方や範囲に対する助言について）【訪問介護利用者票】 

46.9% 40.6%
1.0%

2.1%

0.0%
9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計
(n=96)

非常に良かった やや良かった あまり良くなかった 良くなかった 助言はなかった 無回答
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（１０） 連携における課題 

① 訪問介護事業所からみた連携の課題 

訪問介護事業所が考える訪問リハビリテーション事業所と連携する上での困難な

点をみると、「訪問介護計画策定時の目標設定やサービス内容の調整」が 32.3％、次

いで「訪問介護計画策定前の担当者間の調整」が 30.4％であった。 
 

図表 37 訪問リハビリテーション事業所と連携する上での困難な点（複数回答） 

【訪問介護事業所票】 

30.4%

32.3%

23.6%

16.8%

8.7%

28.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問介護計画策定前の担当者間の調整

訪問介護計画策定時の目標設定やサービス内容の調整

訪問介護計画策定後の担当者間の連絡・調整

担当者間の情報共有

その他

無回答

合計(n=161)
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② 訪問リハビリテーション事業所からみた連携の課題 

訪問リハビリテーション事業所が考える訪問介護事業所と連携する上での困難な

点をみると、「訪問介護計画策定前の担当者間の調整」が 58.8％、次いで「訪問介護

計画策定後の担当者間の連絡・調整」と「担当者間の情報共有」がそれぞれ 34.5％
であった。 

 
図表 38 訪問介護事業所と連携する上での困難な点（複数回答） 

【訪問リハビリテーション事業所票】 

58.8%

28.6%

34.5%

34.5%

13.4%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問介護計画策定前の担当者間の調整

訪問介護計画策定時の目標設定やサービス内容の調整

訪問介護計画策定後の担当者間の連絡・調整

担当者間の情報共有

その他

無回答

合計(n=119)
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③ 居宅介護支援事業所からみた連携の課題 

加算算定に関わったことのある居宅介護支援事業所が考える訪問介護事業所およ

び訪問リハビリテーション事業所との連携する上での困難な点をみると、「関係者間

の日程調整の手間を要した」が 60.5％、次いで「事務手続きや書類作成の負担が大

きかった」が 28.7％であった。 
 
図表 39 居宅介護支援事業所が訪問介護事業所および訪問リハビリテーション事業所 

と連携する上での困難な点（複数回答）【居宅介護支援事業所票】 

13.8%

11.3%

8.7%

60.5%

5.1%

12.8%

28.7%

15.4%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者・家族に、加算の内容に関する理解が得られにくかった

利用者・家族に、利用料が増えることの理解が得られにくかった

利用者・家族に、訪問介護サービスの内容等を強化することに関する理解が得ら

れにくかった

関係者間の日程調整の手間を要した

訪問介護サービス内容の変更が困難であった

訪問介護と訪問リハのサービス方針の調整が困難であった。

事務手続きや書類作成の負担が大きかった

その他

無回答

合計(n=195)

※図表では訪問リハビリテーションを「訪問リハ」と略している 

 
訪問介護事業所と訪問リハビリテーション事業所が連携をはかる上での困難な点

について、その他の理由として挙げられていた主な内容は以下のとおりであった。 

 

 事業所それぞれのサービス調整が困難 
 訪問介護事業所が消極的（算定しようとしない等） 
 同行訪問において、リハビリテーション専門職は担当者で算定が可能であるが、

介護職はサービス提供責任者が訪問しないと加算が算定できないことが、訪問

介護事業所にとって不満 
 同行訪問日において、加算は算定されるが、訪問リハビリテーションの基本単

位が算定されず、訪問リハビリテーション事業所にインセンティブが働かない 
 3 ヵ月以降に継続する時の、必要性の評価、根拠と書類作成業務が煩雑 
 サービス提供後の評価、情報共有が困難 
 訪問介護事業所の担当者が変ると、効果がわかりづらい 
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（１１） 加算算定が困難な理由 

① ケアマネジャーが考える理由 

加算算定に関わったことが「ない」又は「わからない」ケアマネジャーについて、

その理由をみると、「同行訪問の日程調整が困難」が 47.2％、次いで「リハビリテー

ション専門職による助言が必要と思われる訪問介護利用者が少ない」が 29.5％、「訪

問リハビリテーションと訪問介護を併用する利用者が少ない」が 27.3％、「近隣に訪

問リハビリテーション事業所が少ない」が 13.6％であった。 
 

図表 40 ケアマネジャーが考える加算算定が困難な理由（複数回答） 

【居宅介護支援事業所票】 

4.0%

4.5%

7.4%

47.2%

5.7%

4.0%

29.5%

27.3%

0.6%

13.6%

18.2%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同行訪問に対して、利用者・家族の了解を得ることが困難

同行訪問に対して、訪問介護事業所側の了解を得ることが困難

同行訪問に対して、訪問リハ事業所側の了解を得ることが困難

同行訪問の日程調整が困難

リハ職からヘルパーへの助言を行うことに対して、ヘルパー側で抵抗感がある

リハ職からヘルパーへの助言を行うことに対して、リハ職側で抵抗感がある

リハ職による助言が必要と思われる訪問介護利用者が少ない

訪問リハと訪問介護を併用する利用者が少ない

近隣に訪問介護事業所が少ない

近隣に訪問リハ事業所が少ない

その他

無回答

合計(n=176)

※図表ではリハビリテーション専門職を「リハ職」、訪問リハビリテーションを「訪問リハ」、訪問リハビ

リテーション事業所を「訪問リハ事業所」と略している 

 



 

39 

加算算定に関わったことがない居宅介護支援事業所に対して、その理由について

ヒアリングを実施した結果、以下のコメントが得られた。 
加算算定に関わっていない理由は、過去の連携実績、リソースや事業所間の距離

の問題、ケアマネジャーの意識や判断、居宅介護支援事業所へのインセンティブ、

制度としての加算算定への理解の問題など多岐にわたっていた。 
 
① 過去の連携実績 

 居宅介護支援事業所と訪問介護事業所、訪問リハビリテーション事業所が別法人で

ある場合や過去に連携実績がない場合、すぐには積極的な連携にはつながらない 
 反面、加算を算定している訪問リハビリテーション事業所、訪問介護事業所は、同

一法人であったり、加算が新設される以前から会議やカンファレンス等で情報共有

のしくみやコミュニケーションがとりやすい体制にある 
 
② 訪問リハビリテーション事業所のリソースや事業所間の距離 

・ 地域に訪問リハビリテーション事業所が少ない場合、居宅介護支援事業所と訪問

介護事業所、訪問リハビリテーション事業所の距離が離れている場合には連携が

しづらい 
 
③ ケアマネジャーの意識・判断 

 ケアマネジャーが多職種連携において重要な役割を担う中、ケアマネジャーが、

リハビリテーション専門職とサービス提供責任者の同行訪問が必要だという意識

や判断を持たないと、連携には至らない 
 
④ 居宅介護支援事業所への報酬、インセンティブ 

・ 訪問介護事業所と訪問リハビリテーション事業所は加算算定で連携実績が評価さ

れるが、居宅介護支援事業所には加算が算定されない 
・ 実態としてリハビリテーション専門職と介護職が連携していても、算定事務の煩

雑さを考えると、加算を算定することにメリットを感じない 
 
⑤ 加算算定要件に対する制度面の理解 

・ ケアマネジャーが、リハビリテーション専門職と介護職の連携に関する加算の存

在や算定要件を十分に理解していない。（例えば、サービス担当者会議を利用者宅

で終了後、リハビリテーション専門職が動作確認をし、サービス提供責任者へ助

言した行為が加算算定につながることを認識していないケースもある。） 
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（１２） 加算算定を行っている事業所群の工夫、成功事例 

① 加算算定を行っている事業所群のヒアリング結果一覧 

加算算定を行っている事業所群において、11 事業所群で計 13 事例についてヒア

リングを実施した。訪問リハビリテーション事業所、訪問介護事業所、居宅介護支

援事業所が全て同一法人である事業所群は 4 グループあり、何らかの事業所が別法

人である事業所群は 7 グループであった。概要は下記のとおりであった。 
 

図表 41 加算ありの事業所群の概要 

NO 事業所群 連携事例 訪問介護 

訪問リハ 

居宅介護支援 

連携のきっかけ・ 

事例の特徴 

1 

A グループ

（東京） 

パーキンソン病で誤嚥性肺炎

のリスクのある利用者に対し

て、理学療法士により姿勢の調

整や車椅子の背もたれにマッ

トを使用。座位が保持され、立

位も安定した事例。 

三者とも 
別法人 

 家族への介護方法の助

言や動作の確認が必要

と考え、リハ職がサービ

ス提供責任者に連携を

提案。 

2 

B グループ

（東京） 

脳梗塞後の片麻痺状態であり

ながら、リハ職のアドバイスを

本人が積極的に取り入れ、歩行

を安定させていった事例。 

同一法人  加算算定前から同一法

人で連携を実施。 
 サービス提供責任者か

らの働きかけでリハ職

との連携が実現した事

例。 
3 

C グループ 
（神奈川） 

リハ職との連携について、訪問

介護事業所から訪問リハ事業

所、居宅介護支援事業所に働き

かけ。 
起立性低血圧や拘縮がある場

合のベッドから車椅子の移乗

について助言を得られた事例。 

三者とも 
別法人 

 訪問介護事業所のサー

ビス提供責任者より居

宅介護支援事業所、訪問

リハ事業所に働きかけ

を行い、連携が実現した

事例。 
 難病認定等の困難な利

用者への訪問介護で実

績があり。 
 地域の訪問診療や訪問

看護ステーションから

当該訪問介護事業所へ

の要請多数あり。 

4 難病の訪問介護利用者に、サー

ビス提供責任者から訪問リハ

事業所、居宅介護支援事業所に

働きかけ。 
座位の保持、入浴、移乗につい

て動作確認や助言を得られた

事例。 
5 

D グループ

（大阪） 

脳腫瘍後に脳梗塞を発症。片麻

痺状態での在宅での介護負担

が重く、家族からリハビリを取

り入れる要望があがって連携

を実施した事例。 

同一法人  同一法人（脳卒中の救

急、回復期リハ病院など

を有する医療法人グル

ープ）。 
 加算が設定される以前

からケアマネジャーの

働きかけでリハ職と介

護職の連携を実施。 

6 入浴介助について、リハ職から

のアドバイスを得ることで、本

人のやる気をあげ、要介護度や

ADL の改善が見られた事例。 
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NO 事業所群 連携事例 訪問介護 

訪問リハ 

居宅介護支援 

連携のきっかけ・ 

事例の特徴 

7 

E グループ

（熊本） 

外にでて、庭まで歩けるように

なりたいという利用者の要望

に対し、リハ職の助言を元に、

訪問介護の中でも運動メニュ

ーを取り入れた事例。 

同一法人  法人として、多職種連携

の重要性を理解。 
 加算導入前から同一法

人で連携を実施。 
 ケアマネジャーの働き

かけで連携が実現。 
 初回から評価を繰り返

して継続算定を実施。 
8 F グループ

（宮城） 
同法人の介護老人保健施設か

らの退所に際し、自宅での一人

暮らしに向けて、リハ職と介護

職が連携した事例。 

同一法人  同一法人で介護老人保

健施設、訪問リハ事業所

等を有する。 
 加算が設定される前か

らリハ職と介護職の連

携に力を入れている事

例。 
9 G グループ

（栃木） 
自転車で転倒・骨折したもの

の、訪問リハビリテーションと

訪問介護を活用し、リハ職と介

護職が連携することによって

要介護から自立となった事例。 

訪問リハ事業

所のみ別法人 
 病院の理学療法士から

ケアマネジャー・サービ

ス提供責任者（同一法

人）への働きかけで、リ

ハ職と介護職の連携が

実現した事例。 
10 H グループ

（群馬） 
脳梗塞発症後に右片麻痺が残

り、退院後自宅にてリハビリに

励む、若年利用者の事例。 

訪問リハ事業

所のみ別法人 
 加算新設前には連携実

績がなかったものの、リ

ハ職と介護職の連携を

試行的に取り組む事例。 
11 I グループ

（千葉） 
介護職とケアマネジャーに加

え、言語聴覚士、歯科医師の四

者による連携で、胃ろうから経

口で食事ができるようになっ

た事例。 

訪問リハ事業

所のみ別法人 
 ケアマネジャーからの

働きかけで、歯科医の指

導の下、言語聴覚士が連

携に参画し、成果が得ら

れた事例。 
12 J グループ

（大阪） 
アルツハイマー認知症による

寝たきり状態のため褥瘡が生

じたものの、リハ職との連携に

より本人の生活の質向上のた

めの支援を実施した事例。 

訪問リハ事業

所のみ別法人 
 家族の希望をもとに、ケ

アマネジャーがリハ職

に働きかけを行い、連携

が実現した事例。 

13 Ｋグループ

（大阪） 
寝たきり状態にあった利用者

の入浴希望をかなえるため、リ

ハ職と介護職の連携により支

援を実施した事例。 

三者とも 
別法人 

 ケアマネジャーよりリ

ハ職、介護職に働きかけ

を実施。 
 自宅入浴の際の留意点

を把握すべく、リハ職と

の連携が実現。 
※図表ではリハビリテーション専門職を 「リハ職」、訪問リハビリテーション事業所を「訪問リハ事業所」

と略している 
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② 連携のポイント 

アンケート調査結果およびヒアリングを通じて、リハビリテーション専門職と介

護職の連携に際しては、連携のきっかけ（誰が多職種への働きかけを実施したか）

と同行訪問によるリハビリテーション専門職による動作確認のタイミングがポイン

トになることがうかがえた。 
多職種がそろい、利用者を起点とした会議の場は、課題の把握や情報共有におけ

る極めて重要な位置付けになると考えられる。このため、ケアマネジャーが主催す

るサービス担当者会議の場が極めて重要である。 
ヒアリングを行った結果、加算を算定する訪問介護事業所、訪問リハビリテーシ

ョン事業所の多くが利用者宅でサービス担当者会議を実施していた。 
また、このサービス担当者会議には利用者や家族、ケアマネジャーに加え、リハ

ビリテーション専門職およびサービス提供責任者も同席しており、これらの関係者

同席の場で、連携の必要性が確認されていることが明らかになった。 
サービス担当者会議の後、同一日に動作確認を行った事業所もある一方で、多職

種が日程調整の上、再度利用者宅を訪問し、動作確認を行っている事業所もあった。 
 

図表 42 連携導入時－サービス担当者会議と同行訪問、動作確認のタイミング 

 

主たる 

提案者 

サービス担

当者会議 

を実施した

場所 

サービス担当

者会議へのリ

ハ職とサービ

ス提供責任者

の同席の有無 

リハ職と 

サービス提供

責任者の 

動作確認の 

タイミング 

 

理由 

A グループ

（東京） 理学療法士 利用者宅 両者同席 

サービス 
担当者会議 
終了後 

（同一日） 

 新ためて多職種が日

程調整をすることは

困難 

B グループ

（東京） 
サービス 

提供責任者 利用者宅 両者同席 後日訪問 

 サービス担当者会議

後は本人が疲れる 
 サービス事業者が多

いとサービス調整に

時間を有する 
 サービス担当者会議

後は、動作確認をす

るための時間がない 

C グループ

（神奈川） 
サービス 

提供責任者 利用者宅 両者同席 後日訪問 

 サービス担当者会議

後は、動作確認をす

るための時間がない 
 サービス担当者会議

はサービス提供責任

者からリハ職へ質問

をすることに時間を

活用 
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主たる 

提案者 

サービス担

当者会議 

を実施した

場所 

サービス担当

者会議へのリ

ハ職とサービ

ス提供責任者

の同席の有無 

リハ職と 

サービス提供

責任者の 

動作確認の 

タイミング 

 

理由 

Dグループ

（大阪） 
ケアマネ 
ジャー 利用者宅 両者同席 

サービス 
担当者会議 
終了後 

（同一日） 

 別の機会を設定し、

日程調整をすること

が極めて困難 

E グループ

（熊本） 
ケアマネ 
ジャー 利用者宅 両者同席 

サービス 
担当者会議 
終了後 

（同一日） 

 日程調整が困難 

F グループ

（宮城） 
サービス 

提供責任者 

退所前（介

護老人保健

施設内） 
両者同席 後日 

訪問 

 介護老人保健施設内

でサービス担当者会

議を行ったため 

※図表ではリハビリテーション専門職を 「リハ職」、訪問リハビリテーション事業所を「訪問リハ事業所」

と略している 
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Ⅴ 調査結果まとめ 

（１） 訪問介護事業所および訪問リハビリテーション事業所、要介護利用者の実態 

 
○ 加算の算定を行う事業所をみると、全国的に非常に少なく、各事業所においても、

加算算定を行う要介護者は 1～2 人程度（平均）と非常に少ない。 
○ 要介護利用者をみると、要介護 2～5 において同じ程度の割合であった。要介護利

用者の現有疾患をみると、80.0％以上が有しており、IADL の各項目についても「で

きない」人の割合が 50.0％以上であった。 
○ 必ずしも訪問介護事業所と訪問リハビリテーション事業所とが同一法人内での連

携中心というわけではなく、50.0％以上が他法人の事業所間での連携であった。 
○ 訪問介護事業所および訪問リハビリテーション事業所をみると、それぞれの事業所

の約 50.0％が、加算導入以前から同行訪問を行っていた。 
 
（２） 連携プロセスの実態 

 
○ 連携の提案者をみると「ケアマネジャー」が最も多かった。 
○ 連携の導入時点では、利用者宅でサービス担当者会議を開催し、その場にリハビリ

テーション専門職とサービス提供責任者が同席し、連携の必要性を確認されていた。 
○ リハビリテーション専門職・サービス提供責任者からケアマネジャーへの計画書の

提供率は約 80.0％であり、ケアマネジャーに多くの情報提供がなされていた。 
○ 同行訪問時では、リハビリテーション専門職により歩行・移動などの基本動作確認

が行われ、サービス提供責任者へは介助方法についての助言が行われていた。 
 
（３） 連携の効果 

 
○ 介護職、リハビリテーション専門職、ケアマネジャー共に連携の効果を「良かった」

が多かった。 
○ サービス提供責任者は、連携による利用者への効果として「利用者の身体状態が改

善（または悪化防止）した」を最も多く挙げており、介護職への効果として「以前

より利用者に安全に関われるようになった」が多かった。 
○ リハビリテーション専門職およびケアマネジャーは、加算算定上の困難点として、

同行訪問などの「日程調整の困難さ」を挙げており、そのほか、制度上の問題（加

算の算定要件など）や連携先事業所の不足も挙げられた。 
○ 今後の連携促進に向けては、ケアマネジャーに対して、加算算定に関する理解促進

を図ることや、加算が多職種連携のインセンティブとなるよう検討することも必要

である。
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参考資料 

 
 
 
 
 
 
 

参参考考資資料料  
調調査査票票  
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【
訪

問
介

護
】

 

1 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
【

訪
問
介
護
】
 

【
事
業
所
票
】
 

 ■
記

入
に

あ
た

っ
て

の
ご

注
意

 

・
 
こ

の
調

査
票

は
、
貴

事
業

所
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
ま

た
は

訪
問

介
護

員
の

方
が

必
要

に
応

じ
事

務
職
員

と
も

相
談

の
上
、

ご
記
入

下
さ
い
。

こ
の

調
査

票
は
訪

問
介

護
の

み
に

つ
い

て
ご
記

入
く
だ
さ

い
。
 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
2
0
1
3
年

1
0
月

1
日

時
点

の
状

況
に

つ
い

て
ご

回
答

下
さ

い
。

 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
選
択

肢
の

番
号

1
つ
を

選
ん
で
○

印
を

お
付

け
下
さ

い
。
 

・
 
（

 
 

 
）

の
箇
所

に
は
、
具

体
的

に
言

葉
や
数

字
を
ご
記

入
下

さ
い

。
 

・
 
数

字
を

記
入

す
る
欄

が
０
（
ゼ

ロ
）

の
場

合
、
空

欄
の
ま
ま

で
は

な
く

、
必
ず

「
０
」
と

ご
記

入
下

さ
い
。
 

・
 
サ

ー
ビ

ス
名

称
は
略

称
（
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン

→
リ
ハ
等

）
で

記
載

し
て
い

ま
す
。
 

・
 
記

入
の

終
わ

っ
た
調

査
票
は
、
同

封
の
返

信
用
封

筒
を
使
い

、
2
0
1
3
年

1
1
月

1
5
日
（

金
）
ま

で
に

ご
返

送
下
さ

い
。
 

 ■
調

査
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
先

・
返

送
先

 

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
」
事
務
局

 
 
電
話
：
０
１
２
０
－
４
０
６
－
１
８
６
（
平
日
１
０
時
～
１
７
時
）
●
お
問
合
せ
の
際
に
、
調
査
名
を
お
伝
え
下
さ
い
●

 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
３
－
５
１
５
７
－
２
１
４
３
（
２
４
時
間
受
付
）

 
〒
1
0
0－

8
1
41
 
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
２
－
１
０
－
３

 
 
 
 
 
 
三
菱
総
合
研
究
所
 
人
間
・
生
活
研
究
本
部

 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
グ
ル
ー
プ
内

 

 事
業
所
名
 

（
記
入
者
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

ご
連
絡
先
 

電
話
：
 

F
A
X
：
 

【
20

13
年

10
月

1
日

時
点

】
 

（
１

）
基

本
情

報
 
 

①
 

所
在

地
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
都

・
道

・
府

・県
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
市

・
区

・町
・村

 

②
法

人
種

類
 

１
．

公
立

（都
道

府
県

・
市

区
町

村
）
 

 
 

 
 

 
２

．
社

会
福

祉
法

人
（社

会
福

祉
協

議
会

を
除

く
） 

３
．

社
会

福
祉

協
議

会
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
．

医
療

法
人

 
 

 
 

 
 

 
 

５
．

社
団

・
財

団
法

人
 

 
 

６
．

営
利

法
人

（株
式

会
社

、
有

限
会

社
）
 

 
 

７
．

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 

 
 

８
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

③
開

設
年

月
 

西
暦

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
年

（
 

 
 

 
 

 
 

）
月

 

④
要

介
護

度
別

実

利
用

者
数

 
【
2
01

3
年

9
月

中
】 

※
介

護
予

防
訪

問
介

護
も

実
施

し
て

い
る

場

合
は

、
要

支
援

者
数

も

ご
記

入
く
だ

さ
い

 

要
支

援
者

数
 

要
介

護
者

数
 

(要
支

援
１

・
２

) 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

利
用

者
実
人

数
は
、

利
用
し

た
個
人

を
特

定
し

た
人

数
に
な

り
ま
す

。
 

例
）

A
さ

ん
、

B
さ

ん
、

C
さ

ん
が

そ
の
月

に
利

用
し

て
い
る

場
合
→

実
人
数

3
人

 

 

⑤
要

介
護

度
別

延

べ
利

用
者

数
 

【
2
01

3
年

9
月

中
】 

※
介

護
予

防
訪

問
介

護
も

実
施

し
て

い
る

場

合
は

、
要

支
援

者
数

も

ご
記

入
く
だ

さ
い

 

延
べ

 

要
支

援
者

数
 

延
べ

要
介

護
者

数
 

(要
支

援
１

・
２

) 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

利
用

者
延
べ

人
数
は

、
同
一

の
人
が

何
回

も
含

ま
れ

て
い
て

も
、
そ

れ
ぞ
れ

を
一

単
位

と
し

て
数
え

た
人
数

に
な
り

ま
す

。
 

例
）

1
日

目
に

A
さ
ん

・
B
さ
ん

（
計

2
人

）
、

2
日

目
に

A
さ

ん
・

C
さ

ん
・
D
さ

ん
（
計

3
人
）
、

3
日
に

B
さ
ん

・
D
さ

ん
（
計

2
人

）
が

利
用
し

て
い
る
場

合
 

 
→

延
べ
人

数
は
 

2
人

＋
3
人

＋
2
人
＝

7
人
 

【
訪

問
介

護
】

 

2 

⑥
事

業
所

を
運

営
す

る
法

人
等

が
同

一
ま

た
は

隣
接

市
町

村
で

実
施

す
る

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
 

 
（
介

護
予

防
も

含
み

ま
す

。
 

 
自

事
業

所
分

は
除

い
て

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
複
数
回
答
可
）
 

１
．

病
院

  
 
 
 
２

．
 
診

療
所

  
 
 
 

３
．

特
養

（地
域

密
着

型
を

含
む
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４

．
老

健
 

 
 

 
 

５
．

介
護

療
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医

療
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介

護
 

 
 

７
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訪
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入
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介
護
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訪
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看
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1
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．

通
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介
護
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．

シ
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．
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介

護
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．
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．
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介
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．
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症
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介
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．
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介
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介
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．
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介
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２
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績
 

①
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 訪

問
介

護
計

画
策

定
時

の
目

標
設

定
や

サ
ー

ビ
ス

内
容

の
調

整
 

３
．
 訪

問
介

護
計

画
策

定
後

の
担

当
者

間
の

連
絡

・調
整

 

４
．
 担

当
者

間
の

情
報

共
有

 

５
．
 そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

③
 

訪
問

リ
ハ

の
リ

ハ
職

と
の

同
行

訪

問
を

行
っ

た
う

え
で

サ
ー

ビ
ス

提

供
を

し
た

が
、

「
生

活
機

能
向

上

連
携

加
算

」
の

算
定

に
至

ら
な

か

っ
た

ケ
ー

ス
が

あ
る

か
 

１
．
 あ

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
．

な
い

 

 
 

 
↓

 

【
件

数
】 

2
0
1
2

年
4

月
～

現
在

ま
で

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
件

 

【
理

由
】 

（
複

数
回

答
可

） 

 

a．
利

用
者

・
家

族
の

費
用

負
担

が
発

生
す

る
た

め
 

 
 

 
 

b
．

算
定

に
関

わ
る

手
続

き
が

煩
雑

な
た

め
 

c
．

そ
の

他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

■
■

■
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
■

■
■
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【
訪

問
介

護
】

 

1 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
 

訪
問
介
護
【
利
用
者
票
】
 

2
0
1
3

年
7

月
～

9
月

の
間

に
生

活
機

能
向

上
連

携
加

算
を

算
定

し
た

全
て

の
要

介
護

の
利

用
者

に
つ

い
て

 
 

 

お
聞

か
せ

下
さ

い
。

 

※
こ

の
調
査

票
は
、
調

査
対

象
利

用
者

の
個

別
援

助
計

画
を

作
成

し
た

方
が

ご
記

入
下
さ

い
。
 

利
用

者
 
ＩＤ

 
：
 
１

 

 ■
 
利
用
者
の
状
態
等
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(1
) 

性
別
 

１
．
男
性
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
女
性
 
 
 

(2
) 

年
齢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歳
 

(3
) 

貴
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
開
始
年
月
 

西
暦
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 

(4
) 

調
査
日
時
点
の
要
介
護
度
 

１
．
要
介
護

1 
 
２
．
要
介
護

2 
 
３
．
要
介
護

3 
 
４
．
要
介
護

4 
 
５
．
要
介
護

5 

(5
) 

前
回
認
定
時
の
要
介
護
度
 

１
．
認
定
な
し
 

５
．
要
介
護

2 

２
．
要
支
援

1 

６
．
要
介
護

3 

３
．
要
支
援

2 

７
．
要
介
護

4 

４
．
要
介
護

1 

８
．
要
介
護

5 

(6
) 

調
査
日
時
点
の
障
害
高
齢

者
の
日
常
生
活
自
立
度
 

１
．
自
立
 

６
．
B1
 

２
．
J1
 

７
．
B2
 

３
．
J2
 

８
．
C1
 

４
．
A1
 

９
．
C2
 

５
．
A2
 

１
０
．
不
明
 

(7
) 

調
査
日
時
点
の
認
知
症
高

齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
 

１
．
自
立
 

５
．
Ⅲ
a 

２
．
Ⅰ
 

６
．
Ⅲ
b 

３
．
Ⅱ
a 

７
．
Ⅳ
 

４
．
Ⅱ
b 

８
．
Ｍ
 

 ９
．
不
明
 

(8
) 

IＡ
Ｄ
Ｌ
 

 （
各
行
為
に
つ
い
て
、
現
在
の

状
況

に
最

も
近

い
も

の
に

○
）
 

 
１

：
で
き
る
し
 

し
て
い
る

 

２
：
で
き
る
が
 

し
て
い
な
い

 
３

：
で
き
な
い

 

バ
ス

や
電

車
、

自
家

用
車

で
の

一
人

で
の

外
出

 
１
 

２
 

３
 

日
用

品
の

買
物

 
１
 

２
 

３
 

食
事

の
用

意
 

１
 

２
 

３
 

服
薬

 
１
 

２
 

３
 

請
求

書
の

支
払

い
 

１
 

２
 

３
 

預
貯

金
の

出
し

入
れ

 
１
 

２
 

３
 

年
金

な
ど

の
書

類
の

記
入

 
１
 

２
 

３
 

(9
) 

Ａ
Ｄ
Ｌ
 

（
各
行
為
に
つ
い
て
、
現
在
の

状
況

に
最

も
近

い
も

の
に

○
）
 

 
１

：
で
き
る
し
 

し
て
い
る

 

２
：
で
き
る
が
 

し
て
い
な
い

 
３

：
で
き
な
い

 

自
宅
内
で
の
歩
行
 

１
 

２
 

３
 

外
出
時
の
歩
行
 

１
 

２
 

３
 

入
浴
 

１
 

２
 

３
 

着
替
え
 

１
 

２
 

３
 

排
泄
 

１
 

２
 

３
 

食
事
 

１
 

２
 

３
 

(1
0)

 現
在
、
有
し
て
い
る
傷
病
 

（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
高
血
圧
 
 
２
．
脳
卒
中
（
脳
出
血
・
脳
梗
塞
等
）
 
 
 
３
．
心
臓
病
 
 
４
．
糖
尿
病
 

５
．
高
脂
血
症
（
脂
質
異
常
）
 
 
 
 
６
．
呼
吸
器
の
病
気
（
肺
炎
や
気
管
支
炎
等
）
 

７
．
胃
腸
・
肝
臓
・
胆
の
う
の
病
気
 
 
８
．
腎
臓
・
前
立
腺
の
病
気
 
 
 

９
．
筋
骨
格
の
病
気
（
骨
粗
し
ょ
う
症
、
関
節
症
等
）
 
 
 
 
１
０
．
外
傷
（
転
倒
・
骨
折
等
）
 

１
１
．
が
ん
（
新
生
物
）
 
 
１
２
．
血
液
・
免
疫
の
病
気
 
 
１
３
．
う
つ
病
 

１
４
．
認
知
症
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
等
）
 
 
 
 
 
 
 
 
１
５
．
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
  
  

１
６
．
目
の
病
気
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
７
．
耳
の
病
気
  

１
８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
 
 
 
 
１
９
．
な
い
 

(1
1)

 治
療
の
有
無
  

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 
 
 
 
 
３
．
不
詳
 

【
訪

問
介

護
】

 

2 

(1
2)

 医
療
・
ケ
ア
職
に
よ
る
 

 
 
対
応
の
必
要
性
の
有
無
 

１
. 
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
  
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
の
場
合

の
内
容（

複
数
回
答
可
）  

１
．
注
射
・
点
滴
の
管
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
中
心
静
脈
栄
養
の
管
理
 

３
．
透
析
（
在
宅
自
己
腹
膜
灌
流
を
含
む
）
の
管
理
 

４
．
ス
ト
ー
マ
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
）
の
処
置
 
 
 
５
．
酸
素
療
法
 

６
．
レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー
（
人
工
呼
吸
器
）
の
管
理
 
 
 
 
７
．
気
管
切
開
の
ケ
ア
 

８
．
疼
痛
の
看
護
 
 
 
 
 
９
．
経
管
栄
養
（
胃
ろ
う
・
腸
ろ
う
を
含
む
）
 
 
 
 

１
０
．
喀
痰
吸
引
 
 
 
 
１
１
．
モ
ニ
タ
ー
測
定
(
血
圧
、
心
拍
、
酸
素
飽
和
度
等
) 

 
 

１
２
．
じ
ょ
く
そ
う
の
処
置
 

１
３
．
カ
テ
ー
テ
ル
(コ

ン
ド
ー
ム
カ
テ
ー
テ
ル
、
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
等
)
 
 

１
４
．
服
薬
管
理
 
 
 
 
１
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

(1
3)

 痛
み
の
有
無
 

１
．
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
痛
み
が
あ
る
 
 
 
 
 
２
．
な
い
 

(1
4)

 世
帯
構
成
 

１
．
独
居
 
 
 
 
 
 
２
．
夫
婦
の
み
 
 
 
 
 
 
３
．
そ
の
他
同
居
 

  
 

「
３
．
そ
の
他
同
居
」

の
場
合
の
同
居
者
 

１
．
高
齢
者
（
65

歳
以
上
）
の
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
そ
れ
以
外
 

(1
5)

 介
護
者
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
→
 
主
介
護
者
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

(1
6)

 介
護
力
  

１
．
介
護
で
き
る
も
の
が
い
る
 

２
．
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
介
護
で
き
る
も
の
が
い
る
 

３
．
介
護
で
き
る
も
の
が
い
な
い
 

(1
7)

 現
在
の
住
ま
い
  

１
．
一
戸
建
て
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
集
合
住
宅
 

(1
8)

 住
居
の
形
態
 

１
．
持
家
 
 
２
．
民
間
賃
貸
住
宅
 
 
３
．
公
営
賃
貸
住
宅
（
市
・
県
営
、
都
市
機
構
、
公
社
等
）  

４
．
借
間
 
 
 
 
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(1
9)

 現
在
利
用
し
て
い
る
訪
問

介
護
サ
ー
ビ
ス
内
容
 

１
．
身
体
介
護
 
 
 
 
 
２
．
生
活
援
助
 
 
 
 
 
３
．
通
院
等
乗
降
加
算
 

(2
0)

 現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー

ビ
ス
（
当
該
サ
ー
ビ
ス
も

含
む
・
居
宅
介
護
支
援
以

外
）
 

○1
．
訪
問
介
護
 
 
 
 
 
 
 ２

．
訪
問
入
浴
介
護
 
 
 
 
 
 
 
３
．
訪
問
看
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４
．
訪
問
リ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
５
．
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 
 
 
 
６
．
通
所
介
護
 

７
．
通
所
リ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
８
．
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 
 
 
 
９
．
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 
 
 

１
０
．
福
祉
用
具
貸
与
 
 
 
１
１
．
特
定
福
祉
用
具
販
売
 
 
 
 
１
２
．
住
宅
改
修
 

１
３
．
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
４
.特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

１
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
1)

 現
在
（
過
去

1
ケ
月
間
）

の
受
診
の
有
無
 

１
.あ

り
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し

た
場
合
、
受
診
回
数
 

通
院
：
 
 
 
 
 
 
 
回
／
月
 
 
 
 
訪
問
診
療
（
往
診
）：

 
 
 
 
 
 
 
回
／
月
 

(2
2)

 現
在
（
過
去

1
ケ
月
間
）

の
保
険
外
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し

た
場
合
、
具
体
的
な
サ
ー

ビ
ス
 

１
．
配
食
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
２
．
外
出
支
援
・
移
送
サ
ー
ビ
ス
（
例
：
介
護
タ
ク
シ
ー
等
）
 

３
．
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
例
：
買
い
物
、
草
む
し
り
等
）
 

４
．
紙
お
む
つ
の
支
給
・
お
む
つ
代
の
助
成
 
 
 
 
５
．
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
 

６
．
民
生
委
員
に
よ
る
訪
問
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７
．
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
 

８
．
友
愛
訪
問
（
老
人
ク
ラ
ブ
、
社
協
等
）
 
 
 
 
９
．
見
守
り
支
援
・
安
否
確
認
 

１
０
．
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
１
１
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
3)

 訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
前
の
居
所
 

１
．
自
宅
 
 
 
２
．
介
護
老
人
福
祉
施
設
 
 
３
．
介
護
老
人
保
健
施
設
 

４
．
病
院
 
 
 
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
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【
訪

問
介

護
】

 

3 

(2
4)

 利
用
者
が
利
用
し
て
い
る
福
祉
用

具
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し
た
場
合
、

利
用
者
が
利
用
し
て
い
た
福
祉

用
具
の
種
類
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
車
い
す
 
 
 
 
 
２
．
特
殊
寝
台
（
電
動
ベ
ッ
ド
等
）
 

３
．
歩
行
補
助
つ
え
 
 
４
．
歩
行
器
  
  
  
 ５

．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

(2
5)

 住
宅
改
修
の
有
無
と
場
所
 

１
．
あ
り
 
→
 
場
所
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 

２
．
な
し
 

 ■
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
職
員
（
以
下
、
リ
ハ
職
）
と
の
連
携
の
理
由
や
連
携
者
の
所
属
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(2
6)

 連
携
先
の
訪
問
リ
ハ
事
業
所
 

１
．
同
一
法
人
で
併
設
の
事
業
所
 

２
．
同
一
法
人
で
併
設
以
外
の
事
業
所
 

３
．
他
法
人
で
近
隣
の
事
業
所
 

４
．
他
法
人
で
近
隣
以
外
の
事
業
所
 

(2
7)

 連
携
先
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 

１
．
同
一
法
人
で
併
設
の
事
業
所
 

２
．
同
一
法
人
で
併
設
以
外
の
事
業
所
 

３
．
他
法
人
で
近
隣
の
事
業
所
 

４
．
他
法
人
で
近
隣
以
外
の
事
業
所
 

(2
8)

 リ
ハ
職
と
の
連
携
を
提
案
し
た
人
 

 
 
（
主
要
な
人

1
人
の
み
）
 

１
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

２
．
訪
問
介
護
事
業
所
担
当
者
 

３
．
訪
問
リ
ハ
事
業
所
担
当
者
 

４
．
主
治
医
 

５
．
経
営
主
体
の
法
人
 

６
．
利
用
者
ま
た
は
家
族
 

７
．
そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
9)

 上
記
の
提
案
者
が
、
リ
ハ
職
と
の

連
携
を
提
案
し
た
理
由
 
 

 
 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
低
下
や
転
倒
不
安
感
の
増
強
な
ど
が
み
ら
れ
た
か
ら
 

２
．
利
用
者
・
家
族
の
希
望
が
あ
っ
た
た
め
 

３
．
訪
問
介
護
・
訪
問
リ
ハ
の
連
携
に
よ
り
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
 

４
．
リ
ハ
職
に
よ
る
本
人
へ
の
助
言
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

５
．
リ
ハ
職
に
よ
る
家
族
へ
の
介
護
方
法
の
助
言
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

６
．
リ
ハ
職
に
よ
る
動
作
の
確
認
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

７
．
介
護
方
法
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
パ
ー
か
ら
助
言
を
望
む
声
が
あ
っ
た
か
ら
 

８
．
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
も
の
 

９
．
そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
0)

 連
携
開
始
時
（
導
入
時
）
に
お
け

る
、
連
携
に
対
す
る
各
関
係
者
の

反
応
 

（
各
自
の
当
初
の
状
況
を
お
選
び

く
だ
さ
い
。
複
数
の
人
が
い
る
場

合
は
、
全
体
的
な
傾
向
を
お
選
び

く
だ
さ
い
。）

 

 
１
．
 

非
常
に
 

積
極
的
だ
っ
た
 

２
．
 

や
や
積
極
的
 

だ
っ
た
 

３
．
 

あ
ま
り
 

積
極
的
で
は

な
か
っ
た
 

４
．
 

消
極
的
 

だ
っ
た
 

あ
な
た
自
身
 

１
 

２
 

３
 

４
 

利
用
者
本
人
 

１
 

２
 

３
 

４
 

家
族
 

１
 

２
 

３
 

４
 

リ
ハ
職
 

１
 

２
 

３
 

４
 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

１
 

２
 

３
 

４
 

 

【
訪

問
介

護
】

 

4 

 ■
 
リ
ハ
職
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
情
報
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
 

(3
1)

 リ
ハ
職
に
提
供
し
た
書
類
 

 
 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

２
．
訪
問
介
護
計
画
書
 
 
 

３
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
(モ

ニ
タ
リ
ン
グ
内
容
等
）
 

４
．
サ
ー
ビ
ス
実
施
報
告
書
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
実
施
結
果
等
）
 

５
．
サ
ー
ビ
ス
評
価
記
録
票
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
結
果
等
）
  
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
2)

 リ
ハ
職
か
ら
提
供
を
受
け
た
 

 
 
書
類
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

２
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
 

３
．
担
当
医
か
ら
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
示
書
 

４
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
 
 
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
3)

 リ
ハ
職
と
の
情
報
共
有
の
方
法

（
主
な
も
の
）
 

１
．
電
話
 
 
２
．
メ
ー
ル
 
 
３
．
訪
問
 
 
４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
4)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
提
供
し
た

書
類
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

２
．
訪
問
介
護
計
画
書
 
 
 

３
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
(モ

ニ
タ
リ
ン
グ
内
容
等
）
 

４
．
サ
ー
ビ
ス
実
施
報
告
書
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
実
施
結
果
等
）
 

５
．
サ
ー
ビ
ス
評
価
記
録
票
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
結
果
等
）
  
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
5)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
提
供
を

受
け
た
書
類
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
  

２
．
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
 
第
１
表
 
 
  

３
．
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
 
第
２
表
（
課
題
・
目
標
・
援
助
内
容
等
）
 

４
．
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
要
点
 

５
．
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
（
兼
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
）
 

６
．
以
前
入
所
し
て
い
た
介
護
老
人
保
健
施
設
か
ら
の
情
報
提
供
書
 

７
．
以
前
入
院
し
て
い
た
病
院
か
ら
の
情
報
提
供
書
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
6)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
情
報
共

有
の
方
法
（
主
な
も
の
）
 

１
．
電
話
 
 
２
．
メ
ー
ル
 
 
３
．
訪
問
 
 
４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
7)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
策
定
し
た

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
第
２

表
）
に
記
載
さ
れ
て
い
た
課
題
 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
第
２
表
）
で
設
定
さ
れ
た
課
題
を
簡
単
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
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【
訪

問
介

護
】

 

5 

 ■
 
貴
事
業
所
で
作
成
し
て
い
る
個
別
援
助
計
画
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(
3
8
) 個

別
援

助
計

画
書
で

設
定
し
た

課
題

・
短

期
目
標

・
短
期
目

標
の

達
成

状
況
 

※
個

別
援
助

計
画
書

の
中
で
設

定
し

た
複

数
の
課

題
の
う
ち

、
あ

な
た

自
身
が

最
も
重
要

と
考

え
た

課
題
を

１
つ

記
入

し
、
以

下
に
つ

い
て
記
入

し
て

下
さ

い
。
ま

た
、
現
時

点
で

の
短

期
目
標

の
達
成
状

況
を

評
価

し
て
下

さ
い

。  

   

個
別

援
助
計

画
策
定

 
年
月
日

 
西
暦
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

課
題

（
最
も

重
要
と

考
え
た
課

題
１

つ
）
 

  

そ
の

課
題
に

対
す
る

本
人
の
意

向
 

（
○

○
ま
で

出
来
る

よ
う
に
な

り
た

い
な

ど
）
 

  

最
も

重
要
と

考
え
た

課
題
に
対

す
る

短
期

目
標
 

  

短
期
目
標
達
成
に
向
け
て
実
施
し
た
内
容
 

  

短
期

目
標

の
達

成
状

況
（

最
も

近
い
も

の
に

○
）
 

 
１
．
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
 

 
２
．
達
成
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
目
標
設
定
時
よ
り
は
改
善
の
傾
向
に
あ
る
 

 
３
．
あ
ま
り
達
成
で
き
な
か
っ
た
 

 
上
記
で
「
１
．
」
な
い
し
「
２
．
」
を
選
択
さ
れ
た
方
に
伺
い
ま
す
。
 

達
成
で
き
た
内
容
を
具
体
的
に
記
入
し
て
下
さ
い
（
例
：
外
出
頻
度
が
増
え
た
な
ど
）。

 

上
記
で
「
２
．
」
な
い
し
「
３
．
」
を
選
択
さ
れ
た
方
に
伺
い
ま
す
。
 

ど
の
部
分
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、
何
故
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
具
体

的
に
記
入
し
て
下
さ
い
。
 

             

【
訪

問
介

護
】

 

6 

 ■
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
職
員
（
PT
/O
T/
ST
  
以
下
、
リ
ハ
職
）
と
の
初
回
の
同
行
訪
問
時
の
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
す

 

(3
9)

 同
行
訪
問
を
行
っ
た
訪
問

リ
ハ
事
業
所
名
 

 

(4
0)

 同
行
訪
問
時
に
同
行
し
た

リ
ハ
職
の
職
種
 

１
．
Ｐ
Ｔ
 
 
２
．
Ｏ
Ｔ
 
 
３
．
Ｓ
Ｔ
 
 
 

(4
1)

 同
行
訪
問
の
場
に
同
席
し

た
人
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責

任
者
、
リ
ハ
職
以
外
）（

複
数
回
答
可
）
 

１
．
利
用
者
本
人
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
利
用
者
家
族
 

３
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 
 
 
 
 
 
４
．
他
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
者
 

５
．
主
治
医
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
2)

 リ
ハ
職
と
動
作
確
認
し
た

生
活
行
為
 

 
 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
立
位
保
持
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
座
位
保
持
 

３
．
立
ち
上
が
り
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
起
き
上
が
り
 

５
．
家
事
（
掃
除
、
洗
濯
な
ど
）
 
 
６
．
調
理
 

７
．
食
事
動
作
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８
．
嚥
下
 

９
．
移
動
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
０
．
移
乗
 

１
１
．
階
段
昇
降
 
 
 
 
 
 
 
１
２
．
屋
内
歩
行
  

１
３
．
屋
外
歩
行
 
 
 
 
 
 
 
１
４
．
入
浴
 

１
５
．
整
容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
６
．
着
替
え
 

１
７
．
ト
イ
レ
動
作
（
ト
イ
レ
ま
で
の
移
動
を
含
む
）
 

１
８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
3)

 あ
な
た
が
リ
ハ
職
か
ら
 

得
た
助
言
の
内
容
 

 
 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
介
助
方
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
機
能
訓
練
方
法
 
 
 
 
 

３
．
福
祉
用
具
の
使
用
方
法
 
 
 
 
４
．
住
宅
改
修
の
必
要
箇
所
 
 
 

５
．
身
体
機
能
の
評
価
結
果
 
 
 
 
６
．
認
知
機
能
の
評
価
結
果
 
 

７
．
家
族
と
の
調
整
方
法
 
 
 
 
 
８
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
4)

 あ
な

た
が
リ

ハ
職
か

ら
得
た
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
等
に
関
す

る
具

体
的
な

助
言
の

領
域
お
よ
び
内
容
 

（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
立
位
や
座
位
保
持
の
仕
方
 
 
 
２
．
起
き
上
が
り
や
立
ち
上
が
り
の
仕
方
 

３
．
家
事
・
調
理
の
仕
方
 
 
 
 
 
４
．
入
浴
の
仕
方
 

５
．
ト
イ
レ
動
作
方
法
 
 
 
 
 
 
６
．
整
容
や
着
替
え
の
仕
方
 

７
．
屋
内
で
の
移
動
の
仕
方
 
 
 
 
８
．
屋
外
で
の
移
動
の
仕
方
 

９
．
家
族
の
介
助
の
仕
方
 

１
０
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
具
体
的
助
言
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
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【
訪

問
介

護
】

 

7 

 ■
 
同
行
訪
問
実
施
後
の
状
況
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(4
5)

 同
行
訪
問
前
に
行
っ
て
い
た
介
助

内
容
 

  
  
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
排
泄
介
助
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
食
事
介
助
 

３
．
清
拭
・
入
浴
介
助
 
 
 
 
 
４
．
身
体
整
容
・
更
衣
介
助
 

５
．
体
位
変
換
介
助
 
 
 
 
 
 
６
．
移
乗
介
助
 

７
．
移
動
介
助
 
 
 
 
 
 
 
 
８
．
通
院
・
外
出
介
助
 

９
．
起
床
・
就
寝
介
助
 
 
 
 
 
１
０
．
服
薬
介
助
 

１
１
．
生
活
援
助
 

(4
6)

 同
行
訪
問
後
に
行
っ
て
い
る
介
助

内
容
 

  
  
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
排
泄
介
助
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
食
事
介
助
 

３
．
清
拭
・
入
浴
介
助
 
 
 
 
 
４
．
身
体
整
容
・
更
衣
介
助
 

５
．
体
位
変
換
介
助
 
 
 
 
 
 
６
．
移
乗
介
助
 

７
．
移
動
介
助
 
 
 
 
 
 
 
 
８
．
通
院
・
外
出
介
助
 

９
．
起
床
・
就
寝
介
助
 
 
 
 
 
１
０
．
服
薬
介
助
 

１
１
．
生
活
援
助
 

(4
7)

 同
行
訪
問
前
後
で
、
訪
問
介
護
計

画
に
お
け
る
目
標
部
分
に
変
更
は

あ
っ
た
か
。あ

っ
た
場
合
は
何
か
。  

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

（「
１
．
あ
り
」
の
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

    

(4
8)

 同
行
訪
問
前
後
で
、
介
助
の
仕
方

や
範
囲
を
変
え
た
部
分
が
あ
る

か
。
あ
っ
た
場
合
は
何
か
。
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

（「
１
．
あ
り
」
の
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

 
 
 
 
 
 
※
例
：
浴
槽
に
入
る
場
合
に
介
助
し
て
い
た
も
の
を
、
見
守
り
に
変
え
た
。
 

    

(4
9)

 リ
ハ
職
の
助
言
に
よ
り
、
新
た
な

福
祉
用
具
の
導
入
・
変
更
や
、
住

宅
改
修
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た

か
。
あ
っ
た
場
合
は
何
か
。
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

（「
１
．
あ
り
」
の
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

    

(5
0)

 リ
ハ
職
の
助
言
に
よ
り
、
家
族
の

介
護
方
法
な
ど
に
変
化
は
あ
っ
た

か
。
あ
っ
た
場
合
は
何
か
。
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

（
変
化
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

    

 

【
訪

問
介

護
】

 

8 

 ■
 
連
携
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(
5
1
) 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
の

連
携

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
 

 
 

利
用
者

へ
の
効

果
 

 
（

複
数
回

答
可
）
 

１
．
 利

用
者
の

AD
L
や
自
立
に
対
す
る
理
解
度
が
高
ま
っ
た
 

２
．
 利

用
者
の
活
動
性
が
向
上
し
た
 

３
．
 利

用
者
の
身
体
状
態
が
改
善
（
ま
た
は
悪
化
防
止
）
し
た
 

４
．
 利

用
者
・
家
族
が
意
欲
的
に
な
っ
た
 

５
．
 利

用
者
・
家
族
の
サ
ー
ビ
ス
満
足
度
が
上
昇
し
た
 

６
．
 家

族
の
介
護
方
法
が
変
化
し
た
 

７
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(
5
2
) 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
の

連
携

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
 

訪
問

介
護
員

へ
の
効

果
 

 
（

複
数
回

答
可
）
 

１
．
 以

前
よ
り
、
生
活
行
為
（
入
浴
、
調
理
な
ど
）
の
ど
の
部
分
を
支
援
す
べ
き
か
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
 

２
．
 以

前
よ
り
、
生
活
行
為
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
力
が
向
上
し
た
 

３
．
 支

援
内
容
や
方
法
が
か
わ
っ
た
（
よ
り
自
立
を
支
援
す
る
方
に
）
 

４
．
 介

助
す
る
時
間
が
減
っ
た
 

５
．
 以

前
よ
り
、
利
用
者
に
安
全
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 

６
．
 以

前
よ
り
、
利
用
者
と
の
関
係
性
が
良
好
に
な
っ
た
 

７
．
 以

前
よ
り
、
リ
ハ
職
に
様
々
な
相
談
を
も
ち
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
 

８
．
 以

前
よ
り
、
リ
ハ
職
が
身
近
な
存
在
に
な
っ
た
 

９
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(
5
3
) リ

ハ
職

に
よ

る
介

助
の

仕
方

や
範

囲
の

助
言

内
容

に
対

す
る

評
価
 

 
 

（
あ

な
た

か
ら

み
た

評
価

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

１
．
 非

常
に
良
か
っ
た
 
 
 
  

２
．
 や

や
良
か
っ
た
 

３
．
 あ

ま
り
良
く
な
か
っ
た
 
  

４
．
 良

く
な
か
っ
た
 

５
．
 助

言
は
な
か
っ
た
 

(
5
4
) リ

ハ
職

に
よ

る
新

た
な

福
祉

用
具

の
導

入
・
変

更
や
、

住
宅

改
修

の
助

言
内

容
に

対
す

る
評
価
 

 
 

（
あ

な
た

か
ら

み
た

評
価

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

１
．
 非

常
に
良
か
っ
た
 
 
 
  

２
．
 や

や
良
か
っ
た
 

３
．
 あ

ま
り
良
く
な
か
っ
た
 
  

４
．
 良

く
な
か
っ
た
 

５
．
 助

言
は
な
か
っ
た
 

(
5
5
) リ

ハ
職

に
よ

る
家

族
の

介
護

方
法

の
助

言
内

容
に

対
す

る
評

価
 

 
 

（
あ

な
た

か
ら

み
た

評
価

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

）
 

１
．
 非

常
に
良
か
っ
た
 
 
 
  

２
．
 や

や
良
か
っ
た
 

３
．
 あ

ま
り
良
く
な
か
っ
た
 
  

４
．
 良

く
な
か
っ
た
 

５
．
 助

言
は
な
か
っ
た
 

(
5
6
) 加

算
算

定
上

で
苦

労
し

た
こ

と
 

 
（

複
数
回

答
可
）
 

１
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
加
算
の
内
容
に
関
す
る
理
解
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
 

２
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
利
用
料
が
増
え
る
こ
と
の
理
解
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
 

３
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
強
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
理

解
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
 

４
．
 関

係
者
間
の
日
程
調
整
の
手
間
を
要
し
た
  

５
．
 訪

問
介
護
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
変
更
が
困
難
で
あ
っ
た
 

６
．
 訪

問
介
護
と
訪
問
リ
ハ
の
方
針
が
異
な
っ
て
お
り
、
調
整
が
困
難
で
あ
っ
た
。
 

７
．
 サ

ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
同
行
訪
問
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
 

８
．
 事

務
手
続
き
や
書
類
作
成
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
 

９
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 

■
■

■
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
■

■
■
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リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン
専
門
職

と
介

護
職

の
連
携

に
関
す
る

調
査
 

1 
 

ご
自
宅

に
お
け
る
日
常
生
活

や
健
康
状
態
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
 

 
 

あ
な

た
の

自
宅

で
の

日
常

生
活

の
状

況
や

、
健

康
の

状
態

に
関

し
て

お
聞

き
し

ま
す

。
最

も
近

い
と

思
わ

れ
る

番
号

に
○

（
マ

ル
）

を
お

付
け

く
だ

さ
い

。
 

 
１

 
日

常
生
活

の
状
況

に
つ
い

て
（

１
）
 

以
下

の
①
～

⑧
の
質

問
に
つ
い

て
、

現
在

の
状
況

に
最
も
近

い
番

号
に

○
を
お

付
け
下
さ

い
。
 

 
は

い
 

い
い

え
 

①
 新

聞
を

読
ん

で
い
ま

す
か
 

１
 

２
 

②
 本

や
雑

誌
を

読
ん
で

い
ま
す
か

 
１

 
２

 

③
 健

康
に

つ
い

て
の
記

事
や
番
組

に
関

心
が

あ
り
ま

す
か
 

１
 

２
 

④
 友

人
の

家
を

訪
ね
て

い
ま
す
か

 
１

 
２

 

⑤
 家

族
や

友
人

の
相
談

に
の
っ
て

い
ま

す
か
 

１
 

２
 

⑥
 病

人
を

見
舞

う
こ
と

が
で
き
ま

す
か
 

１
 

２
 

⑦
 若

い
人

に
自

分
か
ら

話
し
か
け

る
こ

と
が

あ
り
ま

す
か
 

１
 

２
 

⑧
 週

に
１

回
以

上
は
外

出
を
し
て

い
ま

す
か
 

１
 

２
 

 

２
 
日

常
生
活

の
状
況

に
つ
い

て
（

２
）
 

以
下

の
①

～
⑦

の
行

為
に

つ
い

て
、
ご

自
分

で
で

き
る

し
、
実

際
に

し
て

い
る

場
合

は
「

１
」
、
で

き
る

が
実

際
に

は
し

て

い
な

い
場

合
は

「
２

」
、

で
き

な
い

場
合

は
「

３
」

に
そ
れ

ぞ
れ

○
（

マ
ル
）

を
お
付
け

く
だ

さ
い

。
 

 

自
分

で
 

で
き

る
し
 

し
て

い
る
 

自
分

で
 

で
き

る
が
 

し
て

い
な
い
 

で
き

な
い
 

①
 バ

ス
・

電
車

・
自
家

用
車
等
で

一
人

で
外

出
す
る

こ
と
 

１
 

２
 

３
 

②
 日

用
品

の
買

物
を
す

る
こ
と
 

１
 

２
 

３
 

③
 食

事
の

用
意

を
す
る

こ
と
 

１
 

２
 

３
 

④
 薬

を
飲

む
こ

と
 

１
 

２
 

３
 

⑤
 請

求
書

の
支

払
い
を

す
る
こ
と

 
１

 
２

 
３

 

⑥
 預

貯
金

の
出

し
入
れ

を
す
る
こ

と
 

１
 

２
 

３
 

⑦
 年

金
な

ど
の

書
類
を

書
く
こ
と

 
１

 
２

 
３

 

以
下

の
⑧

～
⑬

の
行

為
に

つ
い

て
、

ご
自

分
で

し
て

い
る

（
介

助
を

受
け

て
い

な
い

）
場

合
は

「
１

」
、

家
族

の
方

や
 

介
護

職
員

な
ど

に
よ

る
介

助
を

受
け

て
し

て
い

る
場

合
は

「
２

」
に
そ

れ
ぞ
れ

○
（
マ
ル

）
を

お
付

け
く
だ

さ
い
。
 

 
自

分
で

し
て

い
る
 

（
介

助
な
し

）
 

介
助

を
受
け

て
 

し
て

い
る
 

⑧
 自

宅
内

で
の

歩
行
 

１
 

２
 

⑨
 外

出
時

の
歩

行
 

１
 

２
 

⑩
 入

浴
 

１
 

２
 

⑪
 ズ

ボ
ン

や
パ

ン
ツ
を

脱
い
だ
り

着
た

り
す

る
こ
と
 

１
 

２
 

⑫
 ト

イ
レ

動
作
（
ズ

ボ
ン
の

上
げ

下
げ
、
排

尿
・
排

便
、
便
器

の
後

始
末

）  
１

 
２

 

⑬
 食

事
を

す
る

こ
と
 

１
 

２
 

  

利
用
者
 
１
 

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ

ン
専
門
職

と
介

護
職

の
連
携

に
関
す
る

調
査
 

2 
 

３
 日

常
生
活

の
状
況

に
つ
い

て
（

３
）

 
 
 

 
介
助
を
受
け
て
い
る
も
の
の
番
号
す
べ
て
に
○
を
お
付
け
下
さ
い
。

 

１
．

バ
ス
・

電
車
・

自
家
用
車

で
外

出
す

る
こ
と

 
 
 
 

２
．

日
用

品
の
買

物
を
す
る

こ
と

 
３

．
食

事
の

用
意
を

す
る
こ
と

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

４
．

薬
を

飲
む
こ

と
 

５
．

請
求
書

の
支
払

い
を
す
る

こ
と

 
 

 
 
 

 
 
 
 

６
．

預
貯

金
の
出

し
入
れ
を

す
る

こ
と

 
７

．
年

金
な

ど
の
書

類
を
書
く

こ
と

 
 

４
 あ

な
た
の

現
在
の

健
康
状

態
と

し
て

最
も
近

い
も
の
の

番
号

に
○

を
お
付

け
下
さ
い

。
（

あ
て
は

ま
る
も

の
１
つ

に
○

）
 

１
．

と
て
も

よ
い
 

 
 
 
 

 
２

．
よ

い
 
 

 
 
 
 

３
．

あ
ま

り
よ
く

な
い
 
 

 
 

 
 

４
．
よ

く
な
い
 

 
５

 
老

人
ク
ラ

ブ
等
へ

の
参
加

状
況

に
つ

い
て
 

 
 

以
下
の
会
・
グ
ル
ー
プ
等
へ
の
参
加
頻
度
に
○
を
お
付
け
下
さ
い
。
 

 
週

４
回
 

以
上
 

週
 

２
～

３
回
 

週
 

１
回
 

月
 

１
～

３
回
 

年
に
 

数
回
 

参
加
し
て
 

い
な
い
 

老
人

ク
ラ
ブ
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

町
内

会
・
自

治
会
活

動
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

趣
味

活
動
（

お
花
、

将
棋
、
歌

、
書

道
な

ど
）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

ス
ポ

ー
ツ
関

係
の
グ

ル
ー
プ
や

ク
ラ

ブ
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

学
習
や
教
養
サ
ー
ク
ル
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

 

６
 
現

在
利
用

し
て
い

る
訪
問

介
護

・
訪

問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ
ス

の
連
携
に

つ
い

て
 

 
訪

問
介

護
（

ヘ
ル

パ
ー

）
と

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

リ
ハ

ビ
リ

ス
タ

ッ
フ

）
が

や
り

と
り

を
し

な
が

ら
協

力
し

て
サ

ー
ビ
ス

を
実
施

す
る
こ
と

に
つ

い
て

、
感
想

や
要
望
を

お
答

え
く

だ
さ
い

。
 

①
 
ヘ

ル
パ

ー
と

リ
ハ

ビ
リ

ス
タ

ッ
フ

が
協

力
し

て
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

こ
と

に

つ
い

て
ど
う

思
い
ま

す
か
。
 

１
．

非
常

に
良

い
 

 
 

２
．

良
い

 
 

 
３

．
あ

ま
り

良
く

な
い

 
 

４
．

良
く

な
い

 
 

 
 

 
 

５
．

わ
か

ら
な

い
 

②
 
リ

ハ
ビ

リ
ス

タ
ッ

フ
と

協
力

す
る

こ
と

は
、
ヘ

ル
パ

ー
に
と

っ
て
良
い

と
思

い
ま

す
か

。
 

１
．

非
常

に
良

い
 

 
 

２
．

良
い

 
 

 
３

．
あ

ま
り

良
く

な
い

 
 

４
．

良
く

な
い

 
 

 
 

 
 

５
．

わ
か

ら
な

い
 

③
 
リ

ハ
ビ

リ
ス

タ
ッ

フ
が

か
か

わ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
ヘ

ル
パ

ー
の
サ
ー

ビ
ス

提
供

方
法

や
内
容

に
変
化

は
あ
り
ま

し
た

か
。
 

１
．

良
く
な

っ
た

 
 

 
 
 

 
 
 
２

．
特

に
変

化
な

し
 

 
  

 
 

 
３

．
悪

く
な

っ
た

 
 

 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

④
 
リ

ハ
ビ

リ
ス

タ
ッ

フ
か

ら
の

ア
ド

バ
イ

ス
に

対
す
る

評
価
を

お
聞
か
せ

下
さ

い
。
 

１
．

非
常

に
参

考
に

な
っ

た
 

 
→

 

２
．

ま
あ

ま
あ

参
考

に
な

っ
た

 
→

 

３
．

あ
ま

り
参

考
に

な
ら

な
か

っ
た

 

４
．

全
く
参

考
に

な
ら

な
か

っ
た

 

５
．

ア
ド

バ
イ

ス
は

な
か

っ
た

 

⑤
 
ヘ

ル
パ

ー
や

リ
ハ

ビ
リ

ス
タ

ッ
フ

の
方

へ
の

要
望
や

希
望
を

お
書
き
下

さ
い

。
 

 

 
質

問
項

目
は

以
上

で
す

。
ご

回
答

頂
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 

 

-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
事
業
所
ス
タ
ッ
フ
記
入
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
-
 

記
入
者
区
分
（
本
人
以
外
が
記
入
し
た
場
合

）
 

□
家
族
  
 □

介
護
職
員
  
 □

そ
の
他
（
 
 
 
 
）
 

 

（
特
に
参

考
に
な
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
れ

ば
お
書
き
く
だ
さ
い
）
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【
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

】
 

1 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
 

【
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
】
 

【
事
業
所
票
】
 

 ■
記

入
に

あ
た

っ
て

の
ご

注
意

 

・
 
の

調
査

票
は

、
貴

事
業

所
の

事
務

職
員

の
方

が
必
要

に
応
じ

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン
担
当

職
員

と
も

相
談
の

上
、

ご
記

入
下
さ

い
。
こ

の
調
査
票

は
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
み

に
つ
い

て
ご
記

入
く

だ
さ

い
。
 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
2
0
1
3
年

1
0
月

1
日

時
点

の
状

況
に

つ
い

て
ご

回
答

下
さ

い
。

 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
選
択

肢
の

番
号

1
つ
を

選
ん
で
○

印
を

お
付

け
下
さ

い
。
 

・
 
（

 
 

 
）

の
箇
所

に
は
、
具

体
的

に
言

葉
や
数

字
を
ご
記

入
下

さ
い

。
 

・
 
数

字
を

記
入

す
る
欄

が
０
（
ゼ

ロ
）

の
場

合
、
空

欄
の
ま
ま

で
は

な
く

、
必
ず

「
０
」
と

ご
記

入
下

さ
い
。
 

・
 
サ

ー
ビ

ス
名

称
は
略

称
（
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン

→
リ
ハ
等

）
で

記
載

し
て
い

ま
す
。
 

・
 
記

入
の

終
わ

っ
た
調

査
票
は
、
同

封
の
返

信
用
封

筒
を
使
い

、
2
0
1
3
年

1
1
月

1
5
日
（

金
）
ま

で
に

ご
返

送
下
さ

い
。
 

 ■
調

査
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
先

・
返

送
先

 
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
」
事
務
局

 
 
電
話
：
０
１
２
０
－
４
０
６
－
１
８
６
（
平
日
１
０
時
～
１
７
時
）
●
お
問
合
せ
の
際
に
、
調
査
名
を
お
伝
え
下
さ
い
●

 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
３
－
５
１
５
７
－
２
１
４
３
（
２
４
時
間
受
付
）

 
〒
1
0
0－

8
1
41
 
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
２
－
１
０
－
３

 
 
 
 
 
 
三
菱
総
合
研
究
所
 
人
間
・
生
活
研
究
本
部

 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
グ
ル
ー
プ
内

 
 

事
業
所
名
 

（
記
入
者
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

ご
連
絡
先
 

電
話
：
 

F
A
X
：
 

【
20

13
年

10
月

1
日

時
点

】
 

（
１

）
基

本
情

報
 
 

①
所

在
地

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
都

・
道

・
府

・県
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
市

・
区

・町
・村

 

②
法

人
種

類
 

１
．

公
立

（都
道

府
県

・
市

区
町

村
）
 

 
 

 
 

 
２

．
社

会
福

祉
法

人
（社

会
福

祉
協

議
会

を
除

く
） 

３
．

社
会

福
祉

協
議

会
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
．

医
療

法
人

 
 

 
 

 
 

 
５

．
社

団
・
財

団
法

人
 

 

６
．

営
利

法
人

（株
式

会
社

、
有

限
会

社
）
 

 
 

７
．

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 

 
 

８
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

③
開

設
年

月
 

西
暦

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
年

（
 

 
 

 
 

 
 

）
月

 

④
要

介
護

度
別

実
利

用
者

数
【
20

13
年

9
月

中
】 

※
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
も

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、

要
支

援
者

数
も

ご
記

入
く
だ

さ
い

 

要
支

援
者

数
 

要
介

護
者

数
 

(要
支

援
１

・
２

) 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

 
)人

 

利
用

者
実
人

数
は
、

利
用
し

た
個
人

を
特

定
し

た
人

数
に
な

り
ま
す

。
 

例
）

A
さ

ん
、

B
さ

ん
、

C
さ

ん
が

そ
の
月

に
利

用
し

て
い
る

場
合
→

実
人
数

3
人

 

⑤
要

介
護

度
別

延
べ

利
用

者
数

【2
01

3
年

9
月

中
】 

※
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
も

実
施

し

て
い

る
場

合
は

、
要

支
援

者
数

も
ご

記
入

く
だ

さ
い

 

延
べ

 

要
支

援
者

数
 

延
べ

要
介

護
者

数
 

(要
支

援
１

・
２

) 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

)人
 

( 
 

 
)人

 
( 

 
 

 
)人

 

利
用

者
延
べ

人
数
は

、
同
一

の
人
が

何
回

も
含

ま
れ

て
い
て

も
、
そ

れ
ぞ
れ

を
一

単
位

と
し

て
数
え

た
人
数

に
な
り

ま
す

。
 

例
）

1
日

目
に

A
さ
ん

・
B
さ
ん

（
計

2
人

）
、

2
日

目
に

A
さ

ん
・

C
さ

ん
・
D
さ

ん
（
計

3
人
）
、

3
日
に

B
さ
ん

・
D
さ

ん
（
計

2
人

）
が

利
用
し

て
い
る
場

合
 

 
→

延
べ
人

数
は
 

2
人

＋
3
人

＋
2
人
＝

7
人
 

 

【
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

】
 

2 

⑥
事

業
所

を
運

営
す

る
法

人
等

が
同

一
ま

た
は

隣
接

市
町

村
で

実
施

す
る

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
 

 
（
介

護
予

防
も

含
み

ま
す

。
自

事
業

所
分

は
除

い
て

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
複

数
回

答
可

） 

１
．

病
院

  
 
 
 

 
 
２

．
 診

療
所

 
 
 
  

３
．

特
養

（地
域

密
着

型
を

含
む

）
 

 
 

 
 

 
４

．
老

健
 

 
 

 
 

５
．

介
護

療
養

型
医

療
施

設
 

 
６

．
訪

問
介

護
 

 
 

７
．

訪
問

入
浴

介
護

 
 

８
．

訪
問

看
護

 
 

９
．

訪
問

リ
ハ

 
1
0
．

通
所

介
護

 
 

11
．

通
所

リ
ハ

 
 

 
 

 
1
2
．

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
 

1
3
．

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
ケ

ア
ハ

ウ
ス

） 
1
4
．

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
 

 
 

1
5
．

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
 

1
6
．

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

 
 

 
 

 
 

1
7
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

 
 

1
8
．

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

 
 

 
1
9
．

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
 

 
 

2
0
．

居
宅

介
護

支
援

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
1
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 （
２

）
加

算
等

の
算

定
状
況
 
 
2
0
1
3
年

9
月
実
績

 

①
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
２

．
算

定
な

し
 

②
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

 

 
（
退

院
・
退

所
日

又
は

要
介

護
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

1
月

以
内

） 
１

．
算

定
あ

り
→

（
 

 
 

 
 

）
件

 
 

 
 
２

．
算

定
な

し
 

③
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

 

 
（
退

院
・
退

所
日

又
は

要
介

護
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

1
月

超
3

月
以

内
）
 

１
．

算
定

あ
り

→
（
 

 
 

 
 

）
件

 
 

 
 
２

．
算

定
な

し
 

④
訪

問
介

護
連

携
加

算
 

１
．

算
定

あ
り

→
（
 

 
 

 
 

）
件

 
 

 
 

２
．

算
定

な
し

 

 （
３

）
職

員
体

制
 

 
（
2
0
1
3
年

1
0
月

1
日
の
状
況
）

 

※
訪

問
リ

ハ
に

従
事

す
る

職
員

（
兼

務
も

含
む

）
 

※
複

数
の

職
種

に
従

事
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
従

事
し

て
い

る
職

種
の

い
ず

れ
か

1
つ

に
分

類
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
実

人
数

 
常

勤
換

算
 

 
実

人
数

 
常

勤
換

算
 

常
勤

 
非

常
勤

 
合

計
人

数
 

常
勤

 
非

常
勤

 
合

計
人

数
 

理
学

療
法

士
 

人
 

 
人

 
．

 
人

 
言

語
聴

覚
士

 
人

 
 

人
 

．
 

人
 

作
業

療
法

士
 

人
 

 
人

 
．

 
人

 
そ

の
他

 
人

 
 

人
 

．
 

人
 

※
雇
用

形
態

に
か
か

わ
ら

ず
、

事
業

所
が

定
め

る
１
週

間
の

勤
務

時
間

（
所

定
労

働
時
間

）
の

全
て

を
勤

務
し

て
い

る
場
合

は
「

常
勤
」
、
勤
務

し
て
い
な
い
場
合
は
「
非
常
勤
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
常
勤
換
算
数
の
計
算
方
法
：
小
数
点
以
下
第

2
位
を
四
捨
五
入
し
て
小
数
点
以
下
第

1
位
ま
で
計
上
し
て
下
さ
い
。
得
ら
れ
た
結
果
が

0
.1

に
満
た
な
い
場
合
は

、「
0
.1
」
と
計
上
し
て
下
さ
い
。
 

〔
換

算
数

〕
＝

〔
職

員
の

1
週

間
の

勤
務

時
間

〕
÷

〔
事

業
所

が
定

め
て

い
る

1
週

間
の

勤
務

時
間

〕 
例

１
）
事

業
所

が
週

40
時

間
と

決
め

て
い

る
場

合
で

、
週

に
16

時
間

勤
務

し
て

い
る

非
常

勤
者

の
場

合
、

1
6/

4
0
＝

0
.4

と
な

り
ま

す
。

 
例

２
）
事

業
所

が
週

38
時

間
と

決
め

て
い

る
場

合
で

、
週

に
8

時
間

勤
務

し
て

い
る

非
常

勤
者

の
場

合
、

8
/3

8＝
0
.2

1
＝

0
.2

（
四

捨
五

入
）
と

な
り

ま
す

。
 

 （
４

）
訪

問
介

護
連

携
加

算
に

係
る

内
容

 

①
 

加
算

導
入

以
前

か
ら

、
訪

問
介

護
の

介
護

職
と

同
行

訪
問

を
し

た
事

例
が

過
去

に
あ

り
ま

す
か

 

１
．
 あ

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
．

な
い

 

②
 

訪
問

介
護

事
業

所
と

連
携

す
る

上
で

特
に

苦
労

し
て

い
る

こ
と

 

 
 

（
複

数
回

答
可

） 

１
．
 訪

問
介

護
計

画
策

定
前

の
担

当
者

間
の

調
整

 

２
．
 訪

問
介

護
計

画
策

定
時

の
目

標
設

定
や

サ
ー

ビ
ス

内
容

の
調

整
 

３
．
 訪

問
介

護
計

画
策

定
後

の
担

当
者

間
の

連
絡

・調
整

 

４
．
 担

当
者

間
の

情
報

共
有

 

５
．
 そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

③
 

訪
問

介
護

の
介

護
職

と
の

同
行

訪
問

を
行

っ
た

う
え

で
サ

ー
ビ

ス

提
供

を
し

た
が

、
「
訪

問
介

護
連

携
加

算
」
の

算
定

に
至

ら
な

か

っ
た

ケ
ー

ス
が

あ
り

ま
す

か
 

１
．
 あ

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
．

な
い

 

 
 

 
↓

 

【
件

数
】 

2
0
1
2

年
4

月
～

 

現
在

ま
で

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
件

 

【
理

由
】 

（
複

数
回

答
可

） 

 

a．
利

用
者

・
家

族
の

費
用

負
担

が
発

生
す

る
た

め
 

 
 

 
 

 

b
．

算
定

に
関

わ
る

手
続

き
が

煩
雑

な
た

め
 

c
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

■
■

■
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
■

■
■
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【
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

】
 

1 

2
0
1
3

年
7

月
～

9
月

の
間

に
訪

問
介

護
連

携
加

算
を

算
定

し
た

全
て

の
要

介
護

の
利

用
者

に
つ

い
て

お
聞

か
せ

下
さ

い
。

 

※
こ

の
調
査

票
は
、
調

査
対

象
利

用
者

の
個

別
援

助
計

画
を

作
成

し
た

リ
ハ

職
の

方
が
ご

記
入

下
さ

い
。
 

利
用

者
 

ＩＤ
 

： 
１

 

 ■
 
利
用
者
の
状
態
等
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(1
) 

性
別
 

１
．
男
性
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
女
性
 
 
 

(2
) 

年
齢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歳
 

(3
) 

貴
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
開
始
年
月
 

西
暦
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 

(4
) 

調
査
日
時
点
の
要
介
護
度
 

１
．
要
介
護

1 
 
２
．
要
介
護

2 
 
３
．
要
介
護

3 
 
４
．
要
介
護

4 
 
５
．
要
介
護

5 

(5
) 

前
回
認
定
時
の
要
介
護
度
 

１
．
認
定
な
し
 

５
．
要
介
護

2 

２
．
要
支
援

1 

６
．
要
介
護

3 

３
．
要
支
援

2 

７
．
要
介
護

4 

４
．
要
介
護

1 

８
．
要
介
護

5 

(6
) 

調
査
日
時
点
の
障
害
高
齢

者
の
日
常
生
活
自
立
度
 

１
．
自
立
 

６
．
B1
 

２
．
J1
 

７
．
B2
 

３
．
J2
 

８
．
C1
 

４
．
A1
 

９
．
C2
 

５
．
A2
 

１
０
．
不
明
 

(7
) 

調
査
日
時
点
の
認
知
症
高

齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
 

１
．
自
立
 

５
．
Ⅲ
a 

２
．
Ⅰ
 

６
．
Ⅲ
b 

３
．
Ⅱ
a 

７
．
Ⅳ
 

４
．
Ⅱ
b 

８
．
Ｍ
 

 ９
．
不
明
 

(8
) 

IＡ
Ｄ
Ｌ
 

 （
各
行
為
に
つ
い
て
、
現
在
の

状
況

に
最

も
近

い
も

の
に

○
）
 

 
１

：
で
き
る
し

し
て
い
る

 

２
：
で
き
る
が

し
て
い
な
い

 
３

：
で
き
な
い

 

バ
ス

や
電

車
、

自
家

用
車

で
の

一
人

で
の

外
出

 
１
 

２
 

３
 

日
用

品
の

買
物

 
１
 

２
 

３
 

食
事

の
用

意
 

１
 

２
 

３
 

服
薬

 
１
 

２
 

３
 

請
求

書
の

支
払

い
 

１
 

２
 

３
 

預
貯

金
の

出
し

入
れ

 
１
 

２
 

３
 

年
金

な
ど

の
書

類
の

記
入

 
１
 

２
 

３
 

(9
) 

Ａ
Ｄ
Ｌ
 

（
各
行
為
に
つ
い
て
、
現
在
の

状
況

に
最

も
近

い
も

の
に

○
）
 

 
１

：
で
き
る
し

し
て
い
る

 

２
：
で
き
る
が

し
て
い
な
い

 
３

：
で
き
な
い

 

自
宅
内
で
の
歩
行
 

１
 

２
 

３
 

外
出
時
の
歩
行
 

１
 

２
 

３
 

入
浴
 

１
 

２
 

３
 

着
替
え
 

１
 

２
 

３
 

排
泄
 

１
 

２
 

３
 

食
事
 

１
 

２
 

３
 

(1
0)

 現
在
、
有
し
て
い
る
傷
病
 

（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
高
血
圧
 
 
２
．
脳
卒
中
（
脳
出
血
・
脳
梗
塞
等
）
 
 
３
．
心
臓
病
 
 
４
．
糖
尿
病
 

５
．
高
脂
血
症
（
脂
質
異
常
）
 
 
 
 
６
．
呼
吸
器
の
病
気
（
肺
炎
や
気
管
支
炎
等
）
 

７
．
胃
腸
・
肝
臓
・
胆
の
う
の
病
気
 
 
８
．
腎
臓
・
前
立
腺
の
病
気
 
 
 

９
．
筋
骨
格
の
病
気
（
骨
粗
し
ょ
う
症
、
関
節
症
等
）
 
 
 
 
 
１
０
．
外
傷
（
転
倒
・
骨
折
等
）  

１
１
．
が
ん
（
新
生
物
）
 
 
 
１
２
．
血
液
・
免
疫
の
病
気
 
 
１
３
．
う
つ
病
 

１
４
．
認
知
症
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
等
）
 
 
 
 
 
 
 
 
１
５
．
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
 

１
６
．
目
の
病
気
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
７
．
耳
の
病
気
  
 

１
８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
１
９
．
な
い
 

(1
1)

 治
療
の
有
無
  

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２

．
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
．
不
詳
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
【
利
用
者
票
】
 

【
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

】
 

2 

(1
2)

 医
療
・
ケ
ア
職
に
よ
る
 

 
 
対
応
の
必
要
性
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
の
場
合

の
内
容（

複
数
回
答
可
）  

１
．
注
射
・
点
滴
の
管
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
中
心
静
脈
栄
養
の
管
理
 

３
．
透
析
（
在
宅
自
己
腹
膜
灌
流
を
含
む
）
の
管
理
 

４
．
ス
ト
ー
マ
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
）
の
処
置
 
 
 
５
．
酸
素
療
法
 

６
．
レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー
（
人
工
呼
吸
器
）
の
管
理
 
 
 
 
７
．
気
管
切
開
の
ケ
ア
 

８
．
疼
痛
の
看
護
 
 
 
 
 
９
．
経
管
栄
養
（
胃
ろ
う
・
腸
ろ
う
を
含
む
）
 
 
 
 

１
０
．
喀
痰
吸
引
 
 
 
 
１
１
．
モ
ニ
タ
ー
測
定
(
血
圧
、
心
拍
、
酸
素
飽
和
度
等
) 

 
 

１
２
．
じ
ょ
く
そ
う
の
処
置
 

１
３
．
カ
テ
ー
テ
ル
(コ

ン
ド
ー
ム
カ
テ
ー
テ
ル
、
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
等
)
 
 

１
４
．
服
薬
管
理
 
 
 
 
１
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

(1
3)

 痛
み
の
有
無
 

１
．
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
痛
み
が
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
い
 

(1
4)

 世
帯
構
成
 

１
．
独
居
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
夫
婦
の
み
 
 
 
 
 
 
 
３
．
そ
の
他
同
居
 

  
 

「
３
．
そ
の
他
同
居
」

の
場
合
の
同
居
者
 

１
．
高
齢
者
（
65

歳
以
上
）
の
み
 
 
 
２
．
そ
れ
以
外
 

(1
5)

 介
護
者
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
→
 
主
介
護
者
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

(1
6)

 介
護
力
  

１
．
介
護
で
き
る
も
の
が
い
る
 

２
．
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
介
護
で
き
る
も
の
が
い
る
 

３
．
介
護
で
き
る
も
の
が
い
な
い
 

(1
7)

 現
在
の
住
ま
い
  

１
．
一
戸
建
て
 
 
２
．
集
合
住
宅
 

(1
8)

 住
居
の
形
態
 

１
．
持
家
 
 
２
．
民
間
賃
貸
住
宅
 
３
．
公
営
賃
貸
住
宅
（
市
・
県
営
、
都
市
機
構
、
公
社
等
）
 

４
．
借
間
 
 
 
 
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(1
9)

 現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー

ビ
ス
（
当
該
サ
ー
ビ
ス
も

含
む
・
居
宅
介
護
支
援
以

外
）
 

１
．
訪
問
介
護
 
 
 
 
 
 
 
２
．
訪
問
入
浴
介
護
 
 
 
 
 
 
 
３
．
訪
問
看
護
 
 
 
 
 
 

○4
．
訪
問
リ
ハ
 
 
 
 
 
 
 ５

．
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 
 
 
 
６
．
通
所
介
護
 

７
．
通
所
リ
ハ
 
 
 
 
 
 
 
８
．
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 
 
 
 
９
．
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 
 
 

１
０
．
福
祉
用
具
貸
与
 
 
 
１
１
．
特
定
福
祉
用
具
販
売
 
 
 
 
１
２
．
住
宅
改
修
 

１
３
．
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
４
.特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

１
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
0)

 現
在
（
過
去

1
ケ
月
間
）

の
受
診
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し

た
場
合
、
受
診
回
数
 

通
院
：
 
 
 
 
 
 
 
回
／
月
 
 
 
 
訪
問
診
療
（
往
診
）：

 
 
 
 
 
 
 
回
／
月
 

(2
1)

 現
在
（
過
去

1
ケ
月
間
）

の
保
険
外
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し

た
場
合
、
具
体
的
な
サ
ー

ビ
ス
 

１
．
配
食
サ
ー
ビ
ス
 
 
 
 
 

２
．
外
出
支
援
・
移
送
サ
ー
ビ
ス
（
例
：
介
護
タ
ク
シ
ー
等
）
 

３
．
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
例
：
買
い
物
、
草
む
し
り
等
）
 

４
．
紙
お
む
つ
の
支
給
・
お
む
つ
代
の
助
成
 
 
 
５
．
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
 

６
．
民
生
委
員
に
よ
る
訪
問
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７
．
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
 

８
．
友
愛
訪
問
（
老
人
ク
ラ
ブ
、
社
協
等
）
 
 
 
９
．
見
守
り
支
援
・
安
否
確
認
 

１
０
．
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

１
１
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
2)

 訪
問
リ
ハ
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
前
の
居
所
 

１
．
自
宅
 
 
 
２
．
介
護
老
人
福
祉
施
設
 
 
 
３
．
介
護
老
人
保
健
施
設
 

４
．
病
院
 
 
 
５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
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(2
3)

 利
用
者
が
利
用
し
て
い
る
福
祉
用
具
の

有
無
 

１
．
あ
り
 
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 
「
１
．
あ
り
」
と
回
答
し
た
場
合
、
利
用

者
が
利
用
し
て
い
た
福
祉
用
具
の
種
類
 

（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
車
い
す
 
 
 
 
 
２
．
特
殊
寝
台
（
電
動
ベ
ッ
ド
等
）
 

３
．
歩
行
補
助
つ
え
 
 
４
．
歩
行
器
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
4)

 住
宅
改
修
の
有
無
と
場
所
 

１
．
あ
り
 
→
 
場
所
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 
 
 
 
２
．
な
し
 

 ■
 
訪
問
介
護
職
員
（
以
下
、
ヘ
ル
パ
ー
）
と
の
連
携
の
理
由
や
連
携
者
の
所
属
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(2
5)

 連
携
先
の
訪
問
介
護
事
業
所
 

１
．
同
一
法
人
で
併
設
の
事
業
所
 
 

２
．
同
一
法
人
で
併
設
以
外
の
事
業
所
 

３
．
他
法
人
で
近
隣
の
事
業
所
 

４
．
他
法
人
で
近
隣
以
外
の
事
業
所
 

(2
6)

 連
携
先
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 

１
．
同
一
法
人
で
併
設
の
事
業
所
 
 

２
．
同
一
法
人
で
併
設
以
外
の
事
業
所
 

３
．
他
法
人
で
近
隣
の
事
業
所
 

４
．
他
法
人
で
近
隣
以
外
の
事
業
所
 

(2
7)

 ヘ
ル
パ
ー
と
の
連
携
を
提
案
し
た
人
 

 
（
主
要
な
人

1
人
の
み
）
 

１
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

２
．
訪
問
介
護
事
業
所
担
当
者
 

３
．
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
担
当
者
 

４
．
主
治
医
 

５
．
経
営
主
体
の
法
人
 

６
．
利
用
者
ま
た
は
家
族
 

７
．
そ
の
他
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
8)

 上
記
の
提
案
者
が
、
ヘ
ル
パ
ー
と
の
連

携
を
提
案
し
た
理
由
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
低
下
や
転
倒
不
安
感
の
増
強
な
ど
が
み
ら
れ
た
か
ら
 

２
．
利
用
者
・
家
族
の
希
望
が
あ
っ
た
た
め
 

３
．
訪
問
介
護
・
訪
問
リ
ハ
の
連
携
に
よ
り
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
 

４
．
リ
ハ
職
に
よ
る
本
人
へ
の
助
言
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

５
．
リ
ハ
職
に
よ
る
家
族
へ
の
介
護
方
法
の
助
言
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

６
．
リ
ハ
職
に
よ
る
動
作
の
確
認
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
 

７
．
介
護
方
法
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
パ
ー
か
ら
助
言
を
望
む
声
が
あ
っ
た
か
ら
 

８
．
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
も
の
 

９
．
そ
の
他
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(2
9)

 連
携
開
始
時
（
導
入
時
）
に
お

け
る
、
連
携
に
対
す
る
各
関
係

者
の
反
応
 

（
各
自
の
当
初
の
状
況
を
お
選

び
く
だ
さ
い
。
複
数
の
人
が
い

る
場
合
は
、
全
体
的
な
傾
向
を

お
選
び
く
だ
さ
い
。）

 

 
１
．
 

非
常
に
 

積
極
的
だ
っ
た
 

２
．
 

や
や
積
極
的
 

だ
っ
た
 

３
．
 

あ
ま
り
 

積
極
的
で
は

な
か
っ
た
 

４
．
 

消
極
的
 

だ
っ
た
 

あ
な
た
自
身
 
 
 
 

１
 

２
 

３
 

４
 

利
用
者
本
人
 
 
 
 

１
 

２
 

３
 

４
 

家
族
 

１
 

２
 

３
 

４
 

ヘ
ル
パ
ー
 

１
 

２
 

３
 

４
 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

１
 

２
 

３
 

４
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 ■
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
情
報
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
 

(3
0)

 サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に

提
供
し
た
書
類
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

２
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
 

３
．
担
当
医
か
ら
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
示
書
 

４
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
1)

 サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
か

ら
提
供
を
受
け
た
書
類
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 
 

２
．
訪
問
介
護
計
画
書
 
 
 

３
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
(モ

ニ
タ
リ
ン
グ
内
容
等
）
 

４
．
サ
ー
ビ
ス
実
施
報
告
書
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
実
施
結
果
等
）
 

５
．
サ
ー
ビ
ス
評
価
記
録
票
（
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
結
果
等
）
  
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
2)

 サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と

の
情
報
共
有
の
方
法
 

 
（
主
な
も
の
）
 

１
．
電
話
 
 
２
．
メ
ー
ル
 
 
３
．
訪
問
 
 
４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
3)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
提
供

し
た
書
類
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

２
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
 

３
．
担
当
医
か
ら
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
示
書
 

４
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
記
録
票
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
4)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
か
ら
提

供
を
受
け
た
書
類
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
  

２
．
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
 
第
１
表
 
 
  

３
．
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
 
第
２
表
（
課
題
・
目
標
・
援
助
内
容
等
）
 

４
．
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
要
点
 

５
．
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
（
兼
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
）
 

６
．
以
前
入
所
し
て
い
た
介
護
老
人
保
健
施
設
か
ら
の
情
報
提
供
書
 

７
．
以
前
入
院
し
て
い
た
病
院
か
ら
の
情
報
提
供
書
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
5)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
情

報
共
有
の
方
法
 

 
（
主
な
も
の
）
 

１
．
電
話
 
 
２
．
メ
ー
ル
 
 
３
．
訪
問
 
 
４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(3
6)

 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
策
定

し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

書
（
第
２
表
）
に
記
載
さ

れ
て
い
た
課
題
 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
第
２
表
）
で
設
定
さ
れ
た
課
題
を
簡
単
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
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 ■
 
貴
事
業
所
で
作
成
し
て
い
る
個
別
援
助
計
画
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(
3
7
) 個

別
援

助
計

画
書
で

設
定
し
た

課
題

・
短

期
目
標

・
短
期
目

標
の

達
成

状
況
 

※
個

別
援
助

計
画
書

の
中
で
設

定
し

た
複

数
の
課

題
の
う
ち

、
あ

な
た

自
身
が

最
も
重
要

と
考

え
た

課
題
を

１
つ

記
入

し
、
以

下
に

つ
い
て

記
入

し
て

下
さ

い
。
ま

た
、
現
時

点
で

の
短

期
目
標

の
達
成
状

況
を

評
価

し
て
下

さ
い
。  

   

個
別

援
助
計

画
策
定

 
年
月
日

 
西
暦
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

課
題

（
最
も

重
要
と

考
え
た
課

題
１

つ
）
 

  

そ
の

課
題
に

対
す
る

本
人
の
意

向
 

（
○

○
ま
で

出
来
る

よ
う
に
な

り
た

い
な

ど
）
 

  

最
も

重
要
と

考
え
た

課
題
に
対

す
る

短
期

目
標
 

  

短
期
目
標
達
成
に
向
け
て
実
施
し
た
内
容
 

  

短
期

目
標

の
達

成
状

況
（

最
も

近
い
も

の
に

○
）
 

 
１
．
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
 

 
２
．
達
成
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
目
標
設
定
時
よ
り
は
改
善
の
傾
向
に
あ
る
 

 
３
．
あ
ま
り
達
成
で
き
な
か
っ
た
 

 
上
記
で
「
１
．
」
な
い
し
「
２
．
」
を
選
択
さ
れ
た
方
に
伺
い
ま
す
。
 

達
成
で
き
た
内
容
を
具
体
的
に
記
入
し
て
下
さ
い
（
例
：
外
出
頻
度
が
増
え
た
な
ど
）。

 

上
記
で
「
２
．
」
な
い
し
「
３
．
」
を
選
択
さ
れ
た
方
に
伺
い
ま
す
。
 

ど
の
部
分

が
達
成
で

き
な
か
っ

た
の
か

、
ま
た
、

何
故
達
成

で
き
な

か
っ
た
の

か
を
具
体

的
に
記
入
し
て
下
さ
い
。
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 ■
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と
の
初
回
の
同
行
訪
問
時
の
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
す
 

(3
8)

 同
行
訪
問
を
行
っ
た
訪
問

介
護
事
業
所
名
 

 

(3
9)

 同
行
し
た
リ
ハ
職
の
職
種
 

１
．
Ｐ
Ｔ
 
 
２
．
Ｏ
Ｔ
 
 
３
．
Ｓ
Ｔ
 
 
 

(4
0)

 同
行
訪
問
の
場
に
同
席
し

た
人
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責

任
者
、
リ
ハ
職
以
外
）（

複
数
回
答
可
）
 

１
．
利
用
者
本
人
 

２
．
利
用
者
家
族
 

３
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

４
．
他
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
者
 

５
．
主
治
医
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
1)

 サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
と

動
作
確
認
し
た
生
活
行
為
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
立
位
保
持
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
座
位
保
持
 

３
．
立
ち
上
が
り
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
起
き
上
が
り
 

５
．
家
事
（
掃
除
、
洗
濯
な
ど
）
 
 
６
．
調
理
 

７
．
食
事
動
作
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８
．
嚥
下
 

９
．
移
動
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
０
．
移
乗
 

１
１
．
階
段
昇
降
 
 
 
 
 
 
 
１
２
．
屋
内
歩
行
  

１
３
．
屋
外
歩
行
 
 
 
 
 
 
 
１
４
．
入
浴
 

１
５
．
整
容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
６
．
着
替
え
 

１
７
．
ト
イ
レ
動
作
（
ト
イ
レ
ま
で
の
移
動
を
含
む
）
 

１
８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
2)

 あ
な
た
が
サ
ー
ビ
ス
提
供

責
任
者
に
助
言
し
た
内
容
 

 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
介
助
方
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
機
能
訓
練
方
法
 
 
 
 
 

３
．
福
祉
用
具
の
使
用
方
法
 
 
 
 
４
．
住
宅
改
修
の
必
要
箇
所
 
 
 

５
．
身
体
機
能
の
評
価
結
果
 
 
 
 
６
．
認
知
機
能
の
評
価
結
果
 
 

７
．
家
族
と
の
調
整
方
法
 
 
 
 
 
８
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(4
3)

 あ
な
た
が
サ
ー
ビ
ス
提
供

責
任
者
に
行
っ
た
、
 

Ａ
Ｄ
Ｌ
等
に
関
す
る
具
体

的
な
助
言
の
領
域
お
よ
び

内
容
 

 
 
（
複
数
回
答
可
）
 

１
．
立
位
や
座
位
保
持
の
仕
方
 
 
 
２
．
起
き
上
が
り
や
立
ち
上
が
り
の
仕
方
 

３
．
家
事
・
調
理
の
仕
方
 
 
 
 
 
４
．
入
浴
の
仕
方
 

５
．
ト
イ
レ
動
作
方
法
 
 
 
 
 
 
６
．
整
容
や
着
替
え
の
仕
方
 

７
．
屋
内
で
の
移
動
の
仕
方
 
 
 
 
８
．
屋
外
で
の
移
動
の
仕
方
 

９
．
家
族
の
介
助
の
仕
方
 

１
０
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
具
体
的
助
言
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
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【
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

】
 

7 

 ■
 
連
携
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
 

(
4
4
) 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
の

連
携

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
 

 
 

利
用
者

へ
の
効

果
 

 
（

複
数
回

答
可
）
 

１
．
 利

用
者
の

AD
L
や
自
立
に
対
す
る
理
解
度
が
高
ま
っ
た
 

２
．
 利

用
者
の
活
動
性
が
向
上
し
た
 

３
．
 利

用
者
の
身
体
状
態
が
改
善
（
ま
た
は
悪
化
防
止
）
し
た
 

４
．
 利

用
者
・
家
族
が
意
欲
的
に
な
っ
た
 

５
．
 利

用
者
・
家
族
の
サ
ー
ビ
ス
満
足
度
が
上
昇
し
た
 

６
．
 家

族
の
介
護
方
法
が
変
化
し
た
 

７
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(
4
5
) 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
の

連
携

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
よ

る
 

 
 

ヘ
ル
パ

ー
へ
の

効
果
 

※
リ

ハ
職

の
立

場
か

ら
み

て
、
当

て
は
ま

る
と
思

わ
れ

る
も

の
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（

複
数

回
答

可
）
 

１
．
 以

前
よ
り
、
生
活
行
為
（
入
浴
、
調
理
な
ど
）
の
ど
の
部
分
を
支
援
す
べ
き
か
に
関
す
る
 

ヘ
ル
パ
ー
の
方
の
理
解
力
が
高
ま
っ
た
 

２
．
 以

前
よ
り
、
生
活
行
為
に
対
す
る
ヘ
ル
パ
ー
の
方
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
力
が
向
上
し
た
 

３
．
 ヘ

ル
パ
ー
の
方
の
支
援
内
容
や
方
法
が
か
わ
っ
た
（
よ
り
自
立
を
支
援
す
る
方
に
）
 

４
．
 ヘ

ル
パ
ー
の
方
の
介
助
す
る
時
間
が
減
っ
た
 

５
．
 以

前
よ
り
、
ヘ
ル
パ
ー
の
方
が
利
用
者
と
安
全
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 

６
．
 以

前
よ
り
、
ヘ
ル
パ
ー
の
方
と
利
用
者
の
関
係
性
が
良
好
に
な
っ
た
 

７
．
 以

前
よ
り
、
リ
ハ
職
に
様
々
な
相
談
を
も
ち
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
 

８
．
 以

前
よ
り
、
ヘ
ル
パ
ー
の
方
が
リ
ハ
職
の
こ
と
を
身
近
な
存
在
に
感
じ
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
 

９
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

(
4
6
) 加

算
算

定
上

で
苦
労
 

 
 

し
た
こ

と
 

 
（

複
数
回

答
可
）
 

１
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
加
算
の
内
容
に
関
す
る
理
解
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
 

２
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
利
用
料
が
増
え
る
こ
と
の
理
解
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
 

３
．
 利

用
者
・
家
族
に
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
強
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
理
解
が
得
ら

れ
に
く
か
っ
た
 

４
．
 関

係
者
間
の
日
程
調
整
の
手
間
を
要
し
た
  

５
．
 訪

問
介
護
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
変
更
が
困
難
で
あ
っ
た
 

６
．
 訪

問
介
護
と
訪
問
リ
ハ
の
方
針
が
異
な
っ
て
お
り
、
調
整
が
困
難
で
あ
っ
た
。
 

７
．
 リ

ハ
職
の
同
行
訪
問
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
 

８
．
 事

務
手
続
き
や
書
類
作
成
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
 

９
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

■
■

■
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
■

■
■
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【
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

】
 

1 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
 

【
居
宅

介
護
支
援
事
業
所
】
 

 ■
記

入
に

あ
た

っ
て

の
ご

注
意

 

・
 
こ

の
調

査
票

は
、

貴
事

業
所

の
居

宅
介

護
支

援
専

門
員

の
管

理
者

の
方

が
必

要
に

応
じ

事
務

職
員

と
も

相
談

の

上
、

ご
記
入

下
さ
い

。
こ
の
調

査
票

は
居

宅
介

護
支

援
の
み

に
つ

い
て

ご
記
入

く
だ
さ
い

。
 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
2
0
1
3
年

1
0
月

1
日

時
点

の
状

況
に

つ
い

て
ご

回
答

下
さ

い
。

 

・
 
特

に
指

定
の

無
い
限

り
、
選
択

肢
の

番
号

1
つ
を

選
ん
で
○

印
を

お
付

け
下
さ

い
。
 

・
 
（

 
 

 
）

の
箇
所

に
は
、
具

体
的

に
言

葉
や
数

字
を
ご
記

入
下

さ
い

。
 

・
 
数

字
を

記
入

す
る
欄

が
０
（
ゼ

ロ
）

の
場

合
、
空

欄
の
ま
ま

で
は

な
く

、
必
ず

「
０
」
と

ご
記

入
下

さ
い
。
 

・
 
サ

ー
ビ

ス
名

称
は
略

称
（
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン

→
リ
ハ
等

）
で

記
載

し
て
い

ま
す
。
 

・
 
記

入
の

終
わ

っ
た
調

査
票
は
、
同

封
の
返

信
用
封

筒
を
使
い

、
2
0
1
3
年

1
1
月

1
5
日
（

金
）
ま

で
に

ご
返

送
下
さ

い
。
 

 ■
調

査
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
先

・
返

送
先

 

「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
と
介
護
職
と
の
連
携
に
関
す
る
調
査
」
事
務
局

 
 
電
話
：
０
１
２
０
－
４
０
６
－
１
８
６
（
平
日
１
０
時
～
１
７
時
）
●
お
問
合
せ
の
際
に
、
調
査
名
を
お
伝
え
下
さ
い
●

 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
３
－
５
１
５
７
－
２
１
４
３
（
２
４
時
間
受
付
）

 
〒
1
0
0－

8
1
41
 
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
２
－
１
０
－
３

 
 
 
 
 
 
三
菱
総
合
研
究
所
 
人
間
・
生
活
研
究
本
部

 ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
グ
ル
ー
プ
内

 

 事
業
所
名
 

（
記
入
者
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

ご
連
絡
先
 

電
話
：
 

F
A
X
：
 

 

【
20

13
年

10
月

1
日

時
点

】
 

（
１

）
基

本
情

報
 
 

①
所

在
地

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
都

・
道

・
府

・県
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
市

・
区

・町
・村

 

②
法

人
種

類
 

１
．

公
立

（都
道

府
県

・
市

区
町

村
）
 

 
 

２
．

社
会

福
祉

法
人

（社
会

福
祉

協
議

会
を

除
く
） 

３
．

社
会

福
祉

協
議

会
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

．
医

療
法

人
 

 
 

 
 

 
 

５
．

社
団

・
財

団
法

人
 

 
 

６
．

営
利

法
人

（株
式

会
社

、
有

限
会

社
）
 

 
 

７
．

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 

 
 

８
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

③
開

設
年

月
 

西
暦

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
年

（ 
 

 
 

 
 

 
）
月

 

④
要

介
護

度
別

 
 

 
実

利
用

者
数

 
【
2
0
1
3

年
9

月
中

】  
※

介
護

予
防

居
宅

介

護
支

援
も

実
施

し
て

い
る

場
合

は
、

要
支

援
者

数
も

ご
記

入
く

だ
さ

い
 

要
支

援
者

数
 

要
介

護
者

数
 

(要
支

援
１

・
２

)  
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

合
計

 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

( 
 

 
 

)人
 

利
用
者
実
人
数
は
、
利
用
し
た
個
人
を
特
定
し
た
人
数
に
な
り
ま
す
。
 

例
）
A
さ
ん
、

B
さ
ん
、
C
さ
ん
が
そ
の
月
に
利
用
し
て
い
る
場
合
→
実
人
数

3
人
 

    

【
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

】
 

2 

 ⑤
事

業
所

を
運

営
す

る
法

人
等

が
同

一
ま

た
は

隣
接

市
町

村
で

実
施

す
る

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
 

 
（
介

護
予

防
も

含
み

ま
す

。
自

事
業

所
分

は
除

い
て

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
複
数
回
答
可
）
 

１
．

病
院

  
 
 
  

 
 
２

．
 診

療
所

 
 
 
  

３
．

特
養

（地
域

密
着

型
を

含
む

）
 

 
 

 
 

 
４

．
老

健
 

 
 

 
 

５
．

介
護

療
養

型
医

療
施

設
 

６
．

訪
問

介
護

 
 

 
７

．
訪

問
入

浴
介

護
 

 
８

．
訪

問
看

護
 

 
９

．
訪

問
リ

ハ
 

 
1
0
．

通
所

介
護

 
 

11
．

通
所

リ
ハ

 
 

 
 

 
1
2
．

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
 

 
1
3
．

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
ケ

ア
ハ

ウ
ス

） 
1
4
．

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
 

 
15

．
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 
1
6
．

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

 
 

 
 

 
 

1
7
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

 
 

1
8
．

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

 
 

 
1
9
．

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
 

 
 

2
0
．

居
宅

介
護

支
援

 
2
1
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 （
２

）
加

算
等

の
算

定
状

況
 

 
2
0
1
3

年
9

月
実

績
 

①
特

定
事

業
所

加
算

（Ⅰ
） 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

②
特

定
事

業
所

加
算

（Ⅱ
） 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

③
入

院
時

情
報

提
供

加
算

（Ⅰ
）
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

④
入

院
時

情
報

提
供

加
算

（Ⅱ
）
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

⑤
退

院
・
退

所
加

算
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

⑥
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
連

携
加

算
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

⑦
緊

急
時

等
居

宅
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

加
算

 
１

．
算

定
あ

り
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

⑧
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
連

携
加

算
 

１
．

算
定

あ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
２

．
算

定
な

し
 

 （
３

）
職

員
体

制
 

 
（
2
0
1
3
年

1
0
月

1
日
の
状
況
）

 

※
居

宅
介

護
支

援
に

従
事

す
る

職
員

（
兼

務
も

含
む

） 

※
複

数
の

職
種

に
従

事
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
従

事
し

て
い

る
職

種
の

い
ず

れ
か

1
つ

に
分

類
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
実

人
数

 
常

勤
換

算
 

 
実

人
数

 
常

勤
換

算
 

常
勤

 
非

常
勤

 
合

計
人

数
 

常
勤

 
非

常
勤

 
合

計
人

数
 

主
任

介
護

支
援

専
門

員
 

人
 

 
人

 
．

 
人

 
そ

の
他

 
人

 
 

人
 

．
 

人
 

介
護

支
援

専
門

員
 

 
 

 
 

※
雇
用

形
態

に
か
か

わ
ら

ず
、

事
業

所
が

定
め

る
１
週

間
の

勤
務

時
間

（
所

定
労

働
時
間

）
の

全
て

を
勤

務
し

て
い

る
場
合

は
「

常
勤
」
、
勤
務

し
て
い
な
い
場
合
は
「
非
常
勤
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
常
勤
換
算
数
の
計
算
方
法
：
小
数
点
以
下
第

2
位
を
四
捨
五
入
し
て
小
数
点
以
下
第

1
位
ま
で
計
上
し
て
下
さ
い
。
得
ら
れ
た
結
果
が

0
.1

に
満
た
な
い
場
合
は

、「
0
.1
」
と
計
上
し
て
下
さ
い
。
 

〔
換

算
数

〕
＝

〔
職

員
の

1
週

間
の

勤
務

時
間

〕
÷

〔
事

業
所

が
定

め
て

い
る

1
週

間
の

勤
務

時
間

〕 
例

１
）
事

業
所

が
週

40
時

間
と

決
め

て
い

る
場

合
で

、
週

に
16

時
間

勤
務

し
て

い
る

非
常

勤
者

の
場

合
、

1
6/

4
0
＝

0
.4

と
な

り
ま

す
。

 

例
２

）
事

業
所

が
週

38
時

間
と

決
め

て
い

る
場

合
で

、
週

に
8

時
間

勤
務

し
て

い
る

非
常

勤
者

の
場

合
、

8
/3

8＝
0
.2

1
＝

0
.2

（
四

捨
五

入
）
と

な
り

ま
す

。
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【
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

】
 

3 

 （
４

）
ケ

ア
マ

ネ
と

リ
ハ

職
と

の
連

携
に

つ
い

て
 

あ
な

た
（
ケ

ア
マ

ネ
）
と

、
あ

な
た

の
担

当
利

用
者

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

①
 あ

な
た

は
リ

ハ
職

と
利

用
者

宅
に

同
行

訪
問

し
て

ケ
ア

プ

ラ
ン

を
た

て
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
 

１
．

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

．
な

い
 

 
 

 
↓

 

【
同

行
訪

問
し

た
リ

ハ
職

】（
複

数
回

答
可

） 

a.
 
同

一
法

人
（
同

一
、

併
設

事
業

所
含

む
）
の

リ
ハ

職
 

b
. 

同
一

法
人

以
外

の
リ

ハ
職

 

②
 あ

な
た

の
現

在
の

担
当

利
用

者
の

中
で

、
リ

ハ
職

と
同

行

訪
問

し
て

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

た
て

た
ほ

う
が

良
い

と
思

わ
れ

る

人
は

い
ま

す
か

。
 

１
．

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

．
い

な
い

 

 
 

 
↓

 

【
該

当
す

る
利

用
者

数
】 

担
当

利
用

者
（
 

 
 

 
）
人

中
 

（
 

 
 

）
人

に
つ

い
て

、
リ

ハ
職

と
同

行
訪

問
で

き
る

と
よ

い
。

 

③
 ケ

ア
マ

ネ
が

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

た

て
る

上
で

、
リ

ハ
職

と
の

連
携

は
必

要
だ

と
考

え
ま

す
か

。

（
あ

な
た

自
身

の
考

え
を

お

書
き

く
だ

さ
い

） 

１
．

必
要

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

．
不

要
 

 
 

 
↓

 

【
リ

ハ
職

と
の

連
携

を
は

か
る

上
で

、
必

要
な

施
策

や
課

題
が

あ
れ

ば
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
】 

   

 （
５

）
訪

問
介

護
と

訪
問

リ
ハ

と
の

連
携

に
つ

い
て

 

①
 あ

な
た

の
担

当
利

用
者

で
、

現
在

訪

問
介

護
と

訪
問

リ
ハ

を
併

用
し

て
い

る
利

用
者

は
い

ま
す

か
。

 

１
．

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

．
い

な
い

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

↓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
答

は
以

上
で

終
了

で
す

。
 

 
②

以
降

に
お

進
み

く
だ

さ
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 
 

 
 

 

訪
問

介
護

（サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
）
と

訪
問

リ
ハ

（
リ

ハ
職

）
と

が
同

行
訪

問
を

行
っ

て
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

し
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
場

合
、

訪
問

介
護

は
「
生

活
機

能
向

上
連

携
加

算
」
、

訪
問

リ
ハ

は
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

す
る

上
で

の
指

導
・

助
言

に
お

け
る

加
算

 
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
 

 

上
記

の
訪

問
介

護
と

訪
問

リ
ハ

と
の

連
携

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

②
 あ

な
た

の
担

当
利

用
者

で
、

現
在

ま

で
に

（
加

算
に

関
わ

ら
ず

）
サ

ー
ビ

ス

提
供

責
任

者
と

リ
ハ

職
が

同
行

訪
問

を
行

っ
て

訪
問

介
護

計
画

を
立

て
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
し

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

し
た

か
。

 

１
．

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

．
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

．
わ

か
ら

な
い

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
↓

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

↓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

③
～

④
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

 ⑤
～

⑦
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

 

【
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

】
 

4 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＜

②
で

「
２

．
な

い
」
「
３

．
わ

か
ら

な
い

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

＞
 

③
 サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

と
リ

ハ
職

が

同
行

訪
問

を
行

っ
て

、
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

を
行

う
こ

と
を

検
討

し
た

こ

と
は

あ
り

ま
す

か
。

 

１
．
 検

討
し

た
こ

と
が

あ
る

 

２
．
 検

討
し

た
こ

と
は

な
い

 

④
 サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

と
リ

ハ
職

が

同
行

訪
問

を
行

っ
て

訪
問

介
護

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

特
に

困

難
と

思
わ

れ
る

点
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

（
複

数
回

答
可

） 

１
．
 同

行
訪

問
に

対
し

て
、

利
用

者
・
家

族
の

了
解

を
得

る
こ

と
が

困
難

 

２
．
 同

行
訪

問
に

対
し

て
、

訪
問

介
護

事
業

所
側

の
了

解
を

得
る

こ
と

が
困

難
 

３
．
 同

行
訪

問
に

対
し

て
、

訪
問

リ
ハ

事
業

所
側

の
了

解
を

得
る

こ
と

が
困

難
 

４
．
 同

行
訪

問
の

日
程

調
整

が
困

難
 

５
．
 リ

ハ
職

か
ら

ヘ
ル

パ
ー

へ
の

助
言

を
行

う
こ

と
に

対
し

て
、

ヘ
ル

パ
ー

側
で

抵
抗

感
が

あ
る

 

６
．
 リ

ハ
職

か
ら

ヘ
ル

パ
ー

へ
の

助
言

を
行

う
こ

と
に

対
し

て
、

リ
ハ

職
側

で
抵

抗
感

が
あ

る
 

７
．
 リ

ハ
職

に
よ

る
助

言
が

必
要

と
思

わ
れ

る
訪

問
介

護
利

用
者

が
少

な
い

 

８
．
 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

を
併

用
す

る
利

用
者

が
少

な
い

 

９
．
 近

隣
に

訪
問

介
護

事
業

所
が

少
な

い
 

１
０

．
近

隣
に

訪
問

リ
ハ

事
業

所
が

少
な

い
 

１
１

．
そ

の
他

 
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＜
②

で
「
１

．
あ

る
」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

＞
 

⑤
 ケ

ア
マ

ネ
の

関
わ

り
方

と
し

て
、

訪
問

介
護

と
訪

問
リ

ハ
と

の
連

携
を

は
か

る
う

え
で

苦
労

し
た

こ
と

 

 
（
複
数
回
答
可
）

 

１
．
 利

用
者

・
家

族
に

、
加

算
の

内
容

に
関

す
る

理
解

が
得

ら
れ

に
く
か

っ
た

 

２
．
 利

用
者

・
家

族
に

、
利

用
料

が
増

え
る

こ
と

の
理

解
が

得
ら

れ
に

く
か

っ
た

 

３
．
 利

用
者

・
家

族
に

、
訪

問
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

等
を

強
化

す
る

こ
と

に
関

す
る

理
解

が
得

ら
れ

に
く
か

っ
た

 

４
．
 関

係
者

間
の

日
程

調
整

の
手

間
を

要
し

た
  

５
．
 訪

問
介

護
サ

ー
ビ

ス
内

容
の

変
更

が
困

難
で

あ
っ

た
 

６
．
 訪

問
介

護
と

訪
問

リ
ハ

の
サ

ー
ビ

ス
方

針
の

調
整

が
困

難
で

あ
っ

た
。

 

７
．
 事

務
手

続
き

や
書

類
作

成
の

負
担

が
大

き
か

っ
た

 

８
．
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

⑥
 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
の

連
携

し

た
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

よ
る

 

 
 

 
利

用
者

の
効

果
 

 
（
複
数
回
答
可
）

 

１
．
 利

用
者

・
家

族
の

意
識

啓
発

に
つ

な
が

っ
た

 

２
．
 利

用
者

の
身

体
状

態
が

改
善

（ま
た

は
悪

化
防

止
）
し

た
 

３
．
 利

用
者

・
家

族
が

意
欲

的
に

な
っ

た
 

４
．
 利

用
者

・
家

族
の

サ
ー

ビ
ス

満
足

度
が

上
昇

し
た

 

５
．
 そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

⑦
 訪

問
リ

ハ
と

訪
問

介
護

と
が

連
携

し

た
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

こ
と

に
対

す
る

ケ
ア

マ
ネ

と
し

て
の

評
価

 
１

．
 

良
か

っ
た

 
 

 
 

２
．

ど
ち

ら
で

も
な

い
 

 
 

 
３

．
良

く
な

か
っ

た
 

 
 

■
■

■
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
■

■
■
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